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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

 

研究代表者 平林 直次  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

本研究の主たる目的は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律（以下、医療観察法）の制度対象者に関する転帰・予後・治療介入等の実態を継続的に明らかに

すること、国際比較やいわゆる複雑事例のプロファイリングとセグメント化を行い、それらを基にし

た実効性の高い治療や介入方法等を示すことである。 

退院後の対象者について、転帰・長期予後に関する全国調査等を継続し、医療観察制度は再他害行

為率の低さや各種の指標から概ね順調に運用されていると考えられた。直近 5年間についても同様で

あった。 

入院データベースの利活用から、入院複雑事例は、頻回/長期行動制限群と重なる部分が多く、そ

のプロファイルは高い衝動性と興奮や怒り、精神病的なしぐさといった特徴であった。また、その転

帰から処遇終了後精神保健福祉法による入院に移行する群、長期入院後通院処遇に移行する群、長期

入院となる“複雑事例中核群”の少なくとも 3 つにセグメント化された。 

国際比較の結果、複雑事例専門の高規格ユニットを準備するよりも、複雑事例の多様性や個別性に

配慮した心理社会的介入の重要性が指摘された。入院複雑事例の治療促進には、SDM with CF (shared 

decision making with case formulation)、転院、指定入院医療機関同士のコンサルテーションなど

施設横断的な試みが必要であり、一部有効性が示された。また、普及を促進するためには、施設横断

的な調整を担当する事務局の設置が必要である。 

複雑事例の処遇判断の標準化のためには、処遇終了および入院継続の判断基準の明確化、指定入院

医療機関から独立した 52 条鑑定による確認手続きの厳密化が必要である。 

通院処遇では、指定入院医療機関の約半数が対応の困難さありと回答し、通院処遇が 3 年を超えた

群、問題行動を認めた群、自殺・自殺企図群が指摘され、通院処遇においても課題を抱えた、いわゆ

る“通院複雑事例”が抽出されつつある。通院処遇終了後も、引き続き危機回避を目的とした入院や

クライシスプランを活用し、多職種・多機関連携による医療がシームレスに提供されていた。医療観

察法医療が一般精神医療に般化しつつある。また、処遇終了後、危機回避から生活支援や就労支援を

主とした地域定着支援に力点が移り社会復帰が促進されている実態が明らかとなった。 

今後、入院複雑事例と通院複雑事例の異同も含め、入院処遇から通院処遇、処遇終了後まで一貫し

た調査や制度運用の重要性が指摘された。 
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分担研究者氏名  （順不同、敬称略）  

河野稔明  国立精神・神経医療研究セ

ンター精神保健研究所  

竹田康二  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院  

壁屋康洋   国立病院機構榊原病院  

村杉謙次  国立病院機構小諸高原病  

     院  

大鶴  卓  国立病院機構琉球病院  

岡田幸之  東京医科歯科大学大学院医  

     歯学総合研究科精神行動医  

     科分野  

五十嵐禎人  千葉大学社会精神保健教  

育センター  

今村扶美  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院  

 

Ａ．研究目的  

平成 27 年度から医療観察法重度精神疾

患標準的治療法確立事業（いわゆる入院デ

ータベース事業）が始まった。本事業では

全国の指定入院医療機関のネットワークを

通じて収集されたデータを分析し、基礎的

医療指標を用いて入院医療の実態を全国規

模で示すとともに、指定入院医療機関にフ

ィードバックし医療の標準化や均てん化に

資することが期待されている。しかし、指

定入院医療機関への基礎的医療指標の報告

に限られ、医療観察法医療の実態の公表や、

研究への利活用は十分には行われていない。 

入院処遇においては、入院の長期化や、

長期あるいは頻回行動制限を必要とする、

いわゆる“入院複雑事例”の治療促進が求

められている。また、通院医療移行後、原

則 3 年間で処遇が終了せず延長される事例

や、退院と同時に処遇終了する事例、再入

院・再処遇事例など、いわば“通院複雑事

例”に焦点を当てたデータ分析や解決策の

検討は未だ不十分なのが現状である。  

一方、通院医療においては、入院医療の

ようなデータベース事業は行われておらず、

相変わらず研究班による実態調査に依存し

ているのが現状である。  

本研究の主たる目的は、医療観察法の制

度対象者に関する転帰・予後・治療介入等

の実態を継続的に明らかにすること、入院

データベース事業により収集されたデータ

の利用を促進すること、国際比較やいわゆ

る複雑事例のプロファイリングとセグメン

ト化を行い、それらを基にした実効性の高

い治療や介入方法、制度運用等を示すこと、

通院処遇の実態を継続的かつ安定的にモニ

タリングするための体制の概要を示すこと

である。  

Ｂ．研究方法  

本研究班では研究目的を達成するため

に分担研究班 a～h を編成した。なお、統計

学的調査に当たっては、疫学・統計学調査

の専門家と綿密に連携することとした。  

a 指定入院医療機関データベースシステム

を活用した研究（河野班）  

b 指定入院医療機関退院後の予後に関連す

る要因に関する研究（竹田班）  

c 複雑事例のプロファイリングとセグメン

ト化に関する研究（壁屋班）  

d 多様で複雑な事例の個別調査及び治療・

処遇に関する研究（村杉班）  

e 通院医療の実態を把握するための体制構

築に関する研究（大鶴班）  

f 医療観察法鑑定書作成および処遇判断に

関する研究（岡田班）  

g 司法精神医療の国際比較に関する研究

（五十嵐班）  

h 従来対応が難しいとされた複雑事例に対

する心理社会的介入方法に関する研究

（今村班）  

 

倫理的配慮  

本研究においては、個人情報を収集する

研究が含まれており、下記の原則に従うこ
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ととした。なお、詳細については、人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針に従

って研究を進めた。  

1. 必要に応じて、研究の実施に先立って分

担研究者の所属する施設に設置された

倫理委員会の承認を得る。  

2. 個人情報の管理については、研究関係者

以外の者がアクセスできない場所に保

管する。  

3. 研究結果の公表に当たっては、統計学的

データのみを報告することを原則とす

る。  

4. 症例報告が必要不可欠な場合には、個人

の特定を不可能にする匿名化を実施す

る。  

5. 介入研究を実施する場合、研究対象に文

書で説明し同意を得る。  

 

Ｃ．研究結果  

研究代表者は、毎年 2 回の班会議を開催

して、分担研究班の役割の明確化、綿密な

連携の促進に留意しながら研究を進めた。

また、研究の実施に先立って、 6 つの分担

研究班で倫理委員会の承認を得た。  

以下、研究分担班ごとに主な研究結果を

示す。  

a 指定入院医療機関データベースシステム

を活用した研究  

指定入院医療機関に定期的なフィード

バックを行う「パフォーマンス指標」につ

いて、指標を洗練させ、報告書の形式を見

直し、79 ページからなる加工手順書を完成

させた。また、一般向けに年報として公表

する「医療観察統計資料」を設計した。上

記の「パフォーマンス指標」および「医療

観察統計資料」の設計に当たっては、事前

に医療観察法病棟スタッフへのインタビュ

ー調査を実施した。活用に対しては、医療

観察法内外の精神科医療従事者との連携や

情報共有を求める積極的姿勢と、活用のし

かたに関する情報の不足や業務負担を背景

とした消極的姿勢を認め、これらの結果を

参考に設計した。  

データベースの研究利活用に向けた準

備を進めた。平成 30 年度から令和元年度に

かけ、データ利用申請の審査を行う組織の

規程、事務局の業務手順書、申請者向けの

手引き、およびウェブページの作成、なら

びに倫理審査申請を行い、事務局の業務を

支援した。また、令和 2 年度には標準的な

匿名加工方法とデータの信頼性水準を項目

ごとに整理した一覧表、および提供データ

セットの作成に必要な手順書を作成した。

令和 2 年 8 月に申請受付が開始された。同

年 12 月 25 日には研究利活用目的としたデ

ータ提供が開始された。  

b 指定入院医療機関退院後の予後に関連  

する要因に関する研究  

平成 30 年度～令和 2 年度において、全

国 31 の指定入院医療機関と協働し、法務省

保護局および保護観察所の協力を得て、指

定入院医療機関退院後通院処遇に移行した

対象者（通院処遇移行対象者）のうち本調

査に同意の得られた者の予後調査を実施し

た。  

令和元年度は平成 17 年 7 月 15 日から令

和元年 7月 15日の間に指定入院医療機関を

退院し通院処遇に移行した対象者 1,078 名

を対象とした予後を報告した。重大な再他

害行為の累積発生率は 1.7％/3 年、粗率は

529.5/100,000 人年であり、国内外の類似

先行研究の結果と比較して低水準であった。 

令和 2 年度は解析対象を直近 5 年間（平

成 27 年 7 月 16 日～令和 2 年 7 月 15 日）に

通院処遇に移行した対象者 651 名に絞り、

近年の通院処遇移行対象者の予後を報告し

た。上記期間に通院処遇に移行した対象者

の重大な再他害行為率、死亡率、自殺既遂

率、精神保健福祉法入院率などの主要な予

後は、令和元年度に報告した累積調査対象
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者の予後と比較して概ね同程度であった。

以上のことから直近 5 年間も各種の指標か

ら転帰・予後は概ね良好に経過しているこ

とが明らかとなった。  

c 複雑事例のプロファイリングとセグメン

ト化に関する研究  

 重度精神疾患標準的治療法確立事業に

より集積されたデータの研究利活用委員会

から、医療観察法入院処遇となった 3,138

名のデータおよび入院処遇 6 年を超える

104 名のデータの提供を受け解析を行った。

併せて平成 20 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月

31 日の期間に医療観察法入院処遇を受け

た対象者のうち、22 の医療観察法指定入院

医療機関からの 720 名分のデータ（平成 25

年 10 月 1 日時点）を用いて解析した院内暴

力・通院処遇移行後の暴力や問題行動への

要因と結果を統合した。  

当初は医療観察法入院 6 年を超える長期

入院が課題とされたが、 6 年を超えても改

善して通院処遇へ移行する群と、改善せず

に処遇終了 -入院する群がある。6 年以上と

いう入院期間だけでなく、処遇終了 -入院な

どの転帰を考慮することが重要である。  

通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群に分けて入院期間に与える影響を見る

と、通院処遇へ移行するまでの期間に影響

を与えるのは「通常でない思考」と行動制

限総日数である。行動制限の多い群は処遇

終了-入院しやすく、通院処遇へ移行しにく

い。このことを考えても、行動制限に注目

すべきである。  

行動制限に影響を与える要因として「精

神病的なしぐさ」に見られる病状の不安定

さと、興奮、怒り、衝動性といった情動の

不安定さが認められる。院内暴力、通院処

遇へ移行した後の暴力や問題行動につなが

る要因としても興奮、怒り、衝動性といっ

た情動の不安定さは共通の課題である。  

医療観察法入院期間に着目するだけで

なく処遇終了という転帰も合せて分析すべ

きこと、行動制限が多い対象者の病態解明

や分類、治療介入等の検討が今後の課題で

あるとともに、処遇終了 -入院を減らすこと

は医療観察法医療の研究と臨床の重要な課

題と考えられた。  

d 多様で複雑な事例の個別調査及び治療・

処遇に関する研究  

医療観察法入院処遇における超長期入

院者及び長期 /頻回行動制限実施者などの

いわゆる複雑事例の病態の解明や分類を行

い、治療・処遇に関するエキスパートコン

センサスをまとめることを目的とし、平成

30 年度～令和 2 年度において、1)全国の指

定入院医療機関を対象とした複雑事例に関

する個別調査を実施し、 2)調査結果をもと

に複雑事例中核群を抽出・類型化し、 3)複

雑事例中核群に対する介入方法を検討・実

践した。  

1)全国の指定入院医療機関の協力の下、

複雑事例に関する個別調査を実施し、累計

26 施設 233 例の有効個別調査票の量的・質

的解析を行った。  

2)解析結果から複雑事例中核群 12 例を

抽出し、その特性を検討すると共に、長期

措置入院群 75 例との比較検討も行った。12

例に共通する傾向として「重複障害、特に

自閉症スペクトラム障害（ Autism Spectrum 

Disorder）の併存」「 clozapine の使用割合

の高さ」「衝動性・暴力リスクの高さ」「家

族機能の脆弱さ」「治療同盟構築の困難さ」

等の特徴が認められ、複雑事例中核群への

介入における最重要課題は重複障害に対す

る心理社会的治療がであると考えられた。

ま た 共 通 評 価 項 目 と の 連 動 を 意 識 し た

case formulation（以下、CF）に基づき複

雑事例中核群を「疾病治療困難型」「関係構

築困難型」「セルフコントロール困難型」の

3 型に分類した。  

3) 複 雑 事 例 中 核 群 に 対 し 、 shared 
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decision making による介入を CF を用いて

行い（以下、SDM with CF）、その効果を判

定した。また転院トライアル 2 事例の評価

を行い、複雑事例に対する介入方法として

の転院の有効性についても検討した。  

 

e 通院医療の実態を把握するための体制構

築に関する研究  

平成 30 年度、令和元年度は大鶴分担班

会議等で通院医療に携わる関係者から意見

聴取を行ない通院処遇の実態調査の研究計

画を立案した。令和元年度、令和 2 年度に

通院処遇の実態調査研究を実施した。また

令和 2 年度より処遇終了者の予後調査研究

を並行して実施した。  

通院処遇の実態調査研究は、約半数の機

関が通院処遇対象者の対応に困難さを感じ

ていた。その理由としては病状の不安定さ、

精神保健福祉法入院が多かったが、暴力行

為、医療の不遵守、アルコール・薬物問題、

金銭管理、生活能力・ ADL 低下などの回答

も多かった。対応が難しい例は、通院処遇

が 3 年を超える群、問題行動を認める群、

自殺・自殺企図群であると考えられた。な

お、対象者の個票の回収率は低値にとどま

った。  

令和 2 年度より沖縄県、島根県を調査地

域として処遇終了者の予後調査研究を開始

した。調査期間は処遇終了後、最長 5 年間

で、計 82 例(両県それぞれ補足率 97.1%、

100%)であった。処遇終了後は、指定通院医

療機関の精神保健福祉士がコーディネート

業務を引き継いでいた。処遇中から処遇終

了後まで問題行動の発生率に変化はなく、

再他害行為や再入院は認めなかった。  

処遇終了後も指定通院医療機関が軸と

なり、危機回避を目的とした入院や、クラ

イシスプランを活用し、多職種・多機関連

携がシームレスに行われていた。一方、リ

スクマネジメントから、生活支援や就労支

援を主とした地域定着支援に力点が移って

いた。  

f 医療観察法鑑定書作成および処遇判断に

関する研究  

平成 30 年度から令和元年度にかけ、医

療観察法の 3 要件（または 3 要素）と過去、

現在、将来の 3 時点の組み合わせからなる

3×3 マトリックス形式と、医療観察法 37

条 2 項に基づく 8 因子と過去、現在、将来

の 3時点の組み合わせからなる 8×3マトリ

ックス形式による整理の結合を行った。さ

らに単純に核となる質問に回答する形に集

約したコア・クエスチョン形式の書式も作

成した。  

令和 2 年度にはこれらの整理を具体的な

モデル事例 8 例について行い、模擬鑑定書

を作成した。その結果、「機序」と「診立て」

に注目した形式の提案を行った。今後、こ

れを基礎として、さらなる集約と目的に特

化した、なおかつ利便性を向上させるため

に洗練を重ねる必要があると考えられた。  

g 司法精神医療の国際比較に関する研究  

司法精神医療に関して、法制度からアウ

トカムまでを含む共通調査項目を策定し、

イギリス、オランダ、韓国、ドイツの司法

精神医療について、文献調査ならびに必要

に応じて研究者・実務担当者への聞き取り

調査を行った。  

イギリスにおける DSPD プログラムは、

刑事司法と精神科医療の重複領域に存在す

る対応困難事例に対して施設の高規格化に

よって対応しようとした試みであり、その

経緯は、専門性の高い処遇施設（いわゆる

「箱もの」）を整備することの限界を示して

いる。また、オランダの TBS 処分における

ピーター・バーン・セントラムの機能や法

改正が行われたドイツの精神病院収容処分

の長期収容者の収容要件確認手続きにおけ

る鑑定人の限定は、複雑事例や長期収容者

の評価にあたり治療者から独立した第三者
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的立場の専門家による評価・鑑定の重要性

を示している。こうした諸外国における取

り組みは、わが国の司法精神医療における

長期在院者などの複雑事例への対応を考え

るうえでも貴重な示唆を与えるものと考え

られた。  

h 従来対応が難しいとされた複雑事例に対

する心理社会的介入方法に関する研究  

入院が長期化しやすい複雑事例におい

ては、薬物療法だけではなく多職種チーム

（Multi-Disciplinary Team：以下、MDT）

による心理社会的治療の強化が求められる。

本研究では、複雑事例に対して指定入院医

療機関同士で継続的なコンサルテーション

を行うことで治療や退院の促進を図るとと

もに、効果的なコンサルテーションの実施

方法を開発し、その効果を検証することを

目的とした。  

平成 30 年度～令和 2 年度にかけて、23

事例に対してコンサルテーションが実施さ

れた。その結果、実施前後で入院対象者の

治療状況を示す共通評価項目の合計点と通

院後の暴力や問題行動を予測する社会復帰

関連指標に改善を認めた。また、多職種チ

ームの機能を評価する CPAT-J の得点が向

上し、 MDT の機能の向上が示された。さら

に、MDT からはコンサルテーションの有用

性に対して高い評価を得た。以上より、施

設間の継続的なコンサルテーションの実施

は複雑事例の治療促進に効果的であること

が示された。  

本研究の成果物として、コンサルテーシ

ョンの標準的な実施手順、複雑事例のケー

スフォーミュレーションの作成手順および

ひな形を整備した。また、コンサルテーシ

ョンにおいて取り上げられた課題を整理し、

介入事例をまとめた。  

 

Ｄ．考察  

1) 入院処遇データベースの利活用  

 河野班により、入院処遇データベースを

用いて、入院処遇データベースの臨床活用、

一般向けの公表、研究利活用の体制と、幅

広く利活用する体制が整備された。我が国

の入院処遇データベースは、その規模やデ

ータ収集頻度において欧米圏でもまれなデ

ータベースである。その利用体制が整備さ

れたことにより、今後、臨床や研究での幅

広い利活用が期待される。  

2) 医療観察法処遇対象者の転帰・予後  

 通院処遇対象者は、入院処遇を経て通院

処遇となる「移行通院」と当初から通院処

遇となる「直接通院」に分けられる。移行

通院では、退院後の転帰・予後調査が継続

されており、重大な再他害行為の累積発生

率は 1.7%/3 年、粗率 529.5/100,000 人年で

あり（令和元年 7 月 15 日現在）、国内外の

類似研究と比較して低水準である。  

医療観察法施行後、対象者の年齢性別、

診断内訳、対象行為の内訳などに顕著な変

化は認められない。また、当初計画に従っ

て指定医療機関の整備が進み目標数に達し

た。約 15 年間に渡り医療観察制度が運用さ

れ、裁判所による審判の判断も安定しつつ

あり、医療観察制度は我が国に定着しつつ

ある。  

竹田班の報告によれば、直近 5 年間、す

なわち制度定着後、重大な再他害行為率、

死亡率、自殺既遂率、精神保健福祉法入院

率などの予後を示す主要な指標に変化を認

めなかった。また大鶴班の調査では、地域

は限定されるが、処遇中の再入院や処遇終

了後の再処遇を認めなかった。また処遇終

了後、危機回避から生活支援や就労支援を

主とした地域定着支援に力点が移動し、社

会復帰が促進されている実態が明らかとな

った。  

以上のことから、医療観察法の目的であ

る重大な再他害行為を行うことなく社会復

帰が促進されていると判断された。  
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3) 移行通院の活用  

 移行通院では、処遇中の再入院や、処遇

終了後の再処遇の頻度は低く、良好な予後

が示された。五十嵐班では、ドイツの司法

精神医療の調査が行われ、収容処分の要件

を満たさなくなった者には収容処分は行わ

れないとする最近の動向が報告された。  

指定通院医療機関は増加し、社会復帰調

整官を中心とする地域ケアのネットワーク

も構築されつつある。また、通院処遇のノ

ウハウが蓄積されつつある。今後、医療観

察制度の運用を通して構築された多機関・

多職種のネットワークを利用し、鑑定入院

中から環境調整を進め、直接通院を積極的

に活用することが期待される。  

4) 通院処遇の研究調査の限界  

医療観察法対象者の転帰・予後調査には

一定の限界が存在する。それは、移行通院

は同意の得られた対象者のみを対象として

いること、通院処遇調査の個票の回収率が

低 い こ と 、 処 遇 終 了 調 査 補 足 率 は ほ ぼ

100％と高いが調査対象地域が限定されて

いることである。本研究班では、通院処遇

調査の補足率を高めるために、初年度から

日本精神科病院協会、日本精神科診療所協

会、自治体立病院協会、国立病院機構など

主要な関連団体の協力を得て、次年度より

通院処遇調査を実施したが、最終的には各

医療機関の判断や対象者の同意取得の困難

さもあり、補足率は低値にとどまった。こ

れらの研究調査の限界を踏まえると、研究

によらない通院処遇の悉皆調査体制の整備

が必要であろう。  

5) 複雑事例のプロファイルとセグメント

化  

 入院複雑事例  

壁屋班では、いわゆる“入院データベー

ス”を利用し大規模な解析が行われた。入

院処遇 6 年を超える対象者の転帰は、約 6

割が通院処遇に移行し、約 4 割が処遇終了

し精神保健福祉法の入院（処遇終了 -入院）

に移行していた。頻回 /長期行動制限群は、

高い衝動性と興奮や怒り、精神病的なしぐ

さといった特徴が認められ、処遇終了後、

精神保健福祉法による入院に移行する一群

が存在した。  

以上のことから、指定入院医療機関は頻

回/長期行動制限群に対して、退院（処遇終

了）を申立て精神保健福祉法入院に移行さ

せるか（処遇終了 -入院群）、退院許可の申

立てをせず医療観察法の入院を継続するか、

いずれかの判断を行うと考えられた。その

間、通院処遇に移行する対象者 (長期入院

後通院処遇移行群 )も存在するが、6 年を超

え長期入院化すると“複雑事例中核群”と

して扱われる。  

以上のことから、入院複雑事例は、頻回

/長期行動制限群と重なる部分が多く、その

プロファイルは高い衝動性と興奮や怒り、

精神病的なしぐさといった特徴である。ま

た、入院複雑事例は、その転帰から処遇終

了-入院群、複雑事例中核群、長期入院後通

院処遇移行群の少なくとも 3 つにセグメン

ト化される。さらに複雑事例中核群はエキ

スパートコンセンサスから「疾病治療困難

型」「関係構築困難型」「セルフコントロー

ル困難型」に類型化される。  

通院複雑事例  

入院処遇中の暴力、通院処遇移行後の暴

力や問題行動につながる要因として、興奮、

怒り、衝動性といった情動の不安定さが指

摘された。入院複雑事例は類似の特徴を持

っており、通院処遇に移行すると通院処遇

でも複雑事例化する可能性がある。すなわ

ち入院複雑事例と通院複雑事例は、同一で

ある可能性がある。  

大鶴班によれば、指定通院医療機関の約

半数は通院処遇に困難さを感じていた。そ

の理由としては病状の不安定さ、精神保健

福祉法入院が多かったが、暴力行為、医療
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の不遵守、アルコール・薬物問題、金銭管

理、生活能力・ADL 低下などの回答も多か

った。  

一方、大鶴班では、通院処遇が 3 年を超

えた群、問題行動を認めた群、自殺・自殺

企図群が指摘されており、通院処遇におい

ても課題を抱えた、いわゆる“通院複雑事

例”が抽出されつつある。また、共通評価

項目における特徴も検討されており、環境

要因よりも個人に起因する要因の影響の大

きさが指摘されている。今後、通院複雑事

例に関する詳細な調査や、入院複雑事例と

の異同など入院から通院、処遇終了まで一

貫した調査、治療・ケアの実施が望まれる。

また、処遇終了-入院群については処遇終了

後の転帰や予後など不明の部分も多く、精

神保健福祉法による入院長期化や頻回の入

退院、重大な再他害行為の有無などについ

て調査が必要である。  

3) 複雑事例の治療や介入  

本研究班の重要な課題のひとつは、複雑

事例の治療・ケアの促進を目的とした指定

入院医療機関の機能分化であったが、五十

嵐班の国際比較の結果、複雑事例専門の高

規格ユニットの準備よりも、複雑事例の多

様性や個別性に配慮したケースフォーミュ

レーションを用いた心理社会的介入の重要

性が指摘された。  

村杉班の試みた SDM with CF、転院、今

村班で確立された指定入院医療機関同士の

コンサルテーションなどはまさにその試み

であり、治療・ケアの促進が期待される。

ただし、その効果を判定するには、介入事

例数は少数にとどまっており不十分である。

その主な理由としては、対象者の同意取得

が困難であること、いずれの試みも施設横

断的な試みであり、従来の精神医療では経

験に乏しいことが挙げられる。一方、それ

だけに実現すれば、精神医療の新しい展開

が期待される。  

今後、普及を図るためには、コンサルテ

ーションの組み合わせや転院の調整などを

担当する事務局の設置が必要であろう。ま

た、指定入院医療機関の特徴や地域性を踏

まえた迅速かつ円滑な対応を実現するため

には、ブロック単位の設置が望まれる。  

医療観察法処遇中から処遇終了後まで、

問題行動の発生頻度は同程度で推移してい

た。また、処遇終了後も危機回避を目的と

した入院や、クライシスプランを活用した

多職種・多機関の連携による医療がシーム

レスに提供されていた。その結果、竹田班

の報告のとおり直近 5 年間の重大な他害行

為の発生率や、自殺率は低値に抑えられて

いたと考えられた。  

すなわち医療観察法医療の手法は個別

の症例を通して精神保健福祉法医療にしだ

いに定着しつつあると考えられた。  

4) 複雑事例の処遇判断の課題  

指定入院医療機関は複雑事例について 3

要件を欠くと判断した場合、退院許可を申

立て、地方裁判所は処遇審判を行う。指定

入院医療機関または地域ごとに処遇終了率

にはばらつきが存在することが知られてい

る。医療機関の特性や地域性を考慮しある

程度のばらつきは許容されるが、当然、最

小化が求められる。しかし、指定入院医療

機関や裁判所における処遇終了判断の基準、

審判のあり方は明確には示されていない。

また裁判所の合議体は指定入院医療機関の

意見を基礎に審判を行うとされており、退

院申立てのチェック機能は限定的である。  

五十嵐班から報告された、ドイツにおけ

る精神病院収容処分の長期収容者の収容継

続要件の厳格化ならびに収容要件確認のた

めの鑑定の鑑定人を治療者から独立した専

門家に限定するという確認手続の厳密化は、

我が国の長期入院対策や処遇終了の適正化

に重要な示唆を与える。我が国においては、

法 52 条に基づく第三者による鑑定を適宜
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活用することが求められよう。  

 

Ｅ．結論  

我が国の医療観察制度は約 15 年間運用

され、再他害行為率の低さや各種の指標か

ら引き続き概ね順調に運用されていると考

えられた。  

入院複雑事例は、頻回 /長期行動制限群

と重なる部分が多く、そのプロファイルは

高い衝動性と興奮や怒り、精神病的なしぐ

さといった特徴であった。また、その転帰

から処遇終了-入院群、複雑事例中核群、長

期入院後通院処遇移行群の少なくとも 3 つ

にセグメント化された。  

この転帰は、指定入院医療機関による退

院許可の申立てや地方裁判所の審判の影響

を受けている可能性がある。今後、処遇終

了および入院継続の判断基準の明確化、指

定入院医療機関から独立した 52 条鑑定に

よる確認手続きの厳密化が必要である。  

入院複雑事例の治療促進のためには、

SDM with CF、転院、指定入院医療機関同士

のコンサルテーションなど施設横断的な試

みが必要であり、調整機能を持つ事務局の

設置が不可欠である。  

通院処遇では、指定入院医療機関の約半

数が対応の困難さありと回答し、通院処遇

が 3 年を超えた群、問題行動を認めた群、

自殺・自殺企図群が指摘され、通院処遇に

おいても課題を抱えた、いわゆる“通院複

雑事例”が抽出されつつある。通院処遇終

了後も、引き続き危機回避を目的とした入

院やクライシスプランを活用し、多職種・

多機関連携による医療がシームレスに提供

されていた。医療観察法医療が一般精神医

療に般化しつつある。また、処遇終了後、

危機回避から、生活支援や就労支援を主と

した地域定着支援に力点が移り社会復帰が

促進されている実態が明らかとなった。  
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39) 木田直也, 大鶴卓 , 村上優 , 新里穂鷹 , 

久保彩子 , 高江洲慶 , 福治康秀 : クロ

ザピン治療中にけいれん発作が出現し

た治療抵抗性統合失調症 23 例の報告. 

第 114 回日本精神神経学会学術総会 , 

神戸, 2018.6.21 

40) 久保彩子, 前上里泰史, 吉田和史, 大

鶴卓 , 野村照幸 , 高野真弘 , 高平大
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指した指定通院医療従事者研修の在り

方についての検討と考察 . 第 15 回日

本 司 法 精 神 医 学 会 大 会 , 花 巻 , 
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41) 前上里泰史 , 大鶴卓 , 久保彩子 ,高尾

碧, 知花浩也: 指定通院医療の実態を
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第 16 回日本司法精神医学会大会 , Web

開催, 会期 2020.11.12-11.13 

42) 久保彩子, 木田直也, 三原一雄, 高江

洲慶 , 大鶴卓 , 近藤毅  : 医療観察法
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ついて－ .第 16 回日本司法精神医学会
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43) 東本愛香, 西中宏吏, 野村和孝, 五十

嵐禎人 : 累犯刑務所におけるメンタル
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44) 西中宏吏, 東本愛香, 野村和孝, 五十

嵐禎人 : 男性成人受刑者の罪種による

リスクと犯罪思考の特徴 . 第 14 回日
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45) 東本愛香, 新津富央, 西中宏吏, 椎名

明大, 清水栄司, 伊豫雅臣, 五十嵐禎
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15 回日本司法精神医学会大会 , 花巻, 

2019.6.8 

46) 西中宏吏, 東本愛香, 五十嵐禎人: 更
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子, 相田早織, 藤井千代: 精神保健観
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大会，岩手，2019.6.8 

48) 五十嵐禎人: 裁判員裁判を契機とした
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49) 五十嵐禎人：公認心理師への期待  ―
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本精神神経学会学術総会 , Web 開催 , 
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50) 五十嵐禎人：わが国の高齢者犯罪の現

状と課題．第 16 回日本司法精神医学会

大会, Web 開催, 会期 2020.11.13 

51) 西中宏吏, 東本愛香, 五十嵐禎人: 更

生 保 護 施 設 入 所 者 を 対 象 と し た

SAPROF の評価者間信頼性．第 16 回日

本司法精神医学会大会 , Web 開催 , 会

期 2020.11.12-11.13 

52) 東本愛香, 田中美以, 高尾正義, 山口

保輝, 西中宏吏, 大塲玲子, 五十嵐禎

人: 保護観察所における性犯罪者処遇
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クトラム障害に対する対人関係のスキ

ル向上を目的とした認知行動療法」 . 

第 114 回日本精神神経学会学術総会 , 

神戸, 2018.6.21 

55) 鈴木敬生,今村扶美: 「重複精神障害を

持つ対象者の心理社会的治療の開発と

導入に関する研究」とケースフォーミ
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57) 鈴木敬生,今村扶美: 「重複精神障害を

持つ対象者の心理社会的治療の開発と

導入に関する研究」とケースフォーミ
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MDT 研修, 東京, 2019.10.10 

58) 鈴木敬生，今村扶美，山口まりこ，平
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 
医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 
指定入院医療機関データベースシステムを活用した研究 

 
研究分担者 平林 直次 国立精神・神経医療研究センター病院（平成 30 年度） 

      河野 稔明 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所（令和元年度～） 

 

研究要旨： 

本分担研究では、医療観察法データベースの活用に関連する 5 つの活動に取り組んだ。 

1. 統計を作成し、指定入院医療機関に定期的なフィードバックを行う「パフォーマンス指

標」について、指標を洗練させ、報告書の形式を見直し、加工手順書を作成した。その

結果、在院期間の指標を当初の集計期間から変更し、集計項目を見直したうえで、報告

書をグラフ中心に改めることとなった。また、79 ページからなる加工手順書が完成した。 

2. 統計を作成し、一般向けに年報として公表する「医療観察統計資料」を設計した。まず、

基本設計に従って草案を作成した。その後、医療観察法医療に対する一般精神科医療従

事者の理解深化を念頭に医療観察法入院医療の実態をアンケート調査し、初回発行の資

料に結果を報告すると共に、医療観察制度の概要説明も盛り込むこととなった。 

3. データベースの活用に関する医療観察法病棟スタッフへのインタビュー調査を行った。

活用に対しては、医療観察法内外の精神科医療従事者との連携や情報共有を求める積極

的姿勢と、活用のしかたに関する情報の不足や業務負担を背景とした消極的姿勢を認め

た。この結果は活動 1、2 を進める上で参考にした。 

4. データベースの研究利活用に向けた準備を進めた。データ利用申請の審査を行う組織の

規程、事務局の業務手順書、申請者向けの手引き、およびウェブページの作成、ならび

に倫理審査申請を行い、事務局の業務を支援した。研究利活用はデータベース事業への

参加施設が独自に行う研究事業となったため、それに伴う対応を行った。また、標準的

な匿名加工方法とデータの信頼性水準を項目ごとに整理した一覧表、および提供データ

セットの作成に必要な手順書を作成した。令和 2 年 8 月に申請受付が開始された。 

5. 入院対象者の対象行為前の司法関与に関する経過を分析するため、データ利用を申請

し、令和 3年 1 月に承認を受けた。事務局からデータが提供され次第、解析を進める。 

活動 5 は成果を得るには至らなかったが、データベースの活用促進に向けた取組を多面

的に進め、一定の成果が得られた。 

 
研究協力者（敬称略） 

竹田康二 国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

山田悠至 同上 

小池純子 国立精神・神経医療研究セ

ンター精神保健研究所 

藤井千代 同上 

 

Ａ．研究目的 

平成 17 年に施行された医療観察法は、我
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が国の精神保健医療福祉制度の中に定着し、

15年余りの運用で見えてきた課題の解決に

取り組む時期に入っている。これまで制度

の運用を体系的にモニタリングする公的な

統計は存在しなかったが、平成 26 年に厚生

労働省の費用負担による重度精神疾患標準

的治療法確立事業（いわゆる医療観察法デ

ータベース事業：以下、本体事業）が開始

され、全国の指定入院医療機関から匿名化

された診療データを収集するシステムが平

成 29 年 12 月から稼働している。本体事業

には現在 32 施設が参加しており、入院対象

者の診療データが毎月システムを介して送

信され、データベースに蓄積されている。

国立精神・神経医療研究センター（以下、

NCNP）病院は、幹事病院としてデータの点

検・登録、システムおよびデータベースの

管理などの業務を担当している。 

本分担研究では、医療観察法医療の課題

の解決のために本データベースを十分に活

用できる体制を整え、また活用を通じて有

用な情報を発信することにより、医療観察

法医療の向上に寄与することを目的として、

その基盤を整えるための研究、および関連

する取組を推進してきた。具体的には、(1)

指定入院医療機関パフォーマンス指標の洗

練・見直し、(2)医療観察統計資料の発行準

備、(3)データベースの活用に関する多職種

スタッフへのインタビュー調査、(4)研究利

活用に向けた準備（事務局支援）、(5)入院

対象者の司法関与に関する経過の分析の 5

つの活動を行った。 

 
Ｂ．研究方法 
1. 指定入院医療機関パフォーマンス指標

の洗練・見直し 

1) 在院期間の指標 

在院期間の指標として、当初は直近 1 年

間の平均在院日数を採用していたが、施設

別の数値には著しく大きな変動がみられ、

病床の少ない施設はゼロ除算で計算不能と

なる場合もあるため、適切な集計期間を数

値の安定性および速報性の面から検討した。 

また、転院した対象者においては、経由

した各施設の平均在院日数への寄与が適正

に評価されないため、計算方法の改善案を

検証した。 

2) 行動制限および mECT 倫理会議承認件数

の指標 

行動制限および修正型電気けいれん療法

（modified electroconvulsive therapy：

以下、mECT）倫理会議承認件数は、1 名ま

たは 1 件の変化が数値に過剰に影響するた

め、これを抑制する方法を検討した。 

3) 報告書のリニューアル 

指定入院医療機関の従事者にとって分か

りやすく、臨床に活用しやすい報告書の形

式を検討した。集計項目を絞ってグラフ中

心の表現に改め、1)、2)の成果も反映させ

ることとした。また、自施設の集計値が事

業に参加する全施設の中でどこに位置する

かを容易に把握できつつ、他の集計値の施

設名はマスクされる方法を検討した。 

4) 加工手順書の作成（事務局支援） 

データ加工と報告書作成を担当する本体

事業の運営事務局の作業を定型化し、安定

した品質の報告書を作成できるよう、加工

手順書を作成した。 

 
2. 医療観察統計資料の発行準備 

1) 基本設計 

平成 30 年度は、医療観察統計資料の骨格
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となる基本構造と集計項目を検討した。 

2) 草案作成 

令和元年度は、基本設計に基づき、平成

30 年 12 月までのデータを集計して草案を

作成した。 

3) 集計項目の見直し 

令和 2 年度は、研究班内で草案をレビュ

ーし、集計項目の見直しを行った。 

4) 掲載内容の充実 

令和 2 年度はさらに、厚生労働省と協議

し、一般精神科医療従事者が医療観察法医

療の内容について理解を深められるよう、

掲載する情報を検討した。分担研究班内で

は、具体的な掲載内容を協議した。 

5) アンケートの実施 

4)の検討に基づき、「指定入院医療機関

の取組等について実態調査」（以下、アン

ケート）を行い、その結果を初回発行の医

療観察統計資料に掲載することとした。ア

ンケートは入院処遇ガイドラインで定めら

れている事項を中心に構成し、対象は指定

入院医療機関全 33 施設とした。 

 
3. データベースの活用に関する多職種ス

タッフへのインタビュー調査 

医療観察法病棟従事者の持つ問題意識や

医療提供上の困難・課題を把握し、その解

決におけるデータベースの活用可能性を探

るため、指定入院医療機関 2 施設の多職種

スタッフ計 13 名を対象に、平成 30 年度に

グループインタビュー調査を行った。 

 
4. 研究利活用に向けた準備（事務局支援） 

1) 規程等の整備 

データベースを研究に利活用するため、

データ利用申請を審査する組織の規程、事

務局の業務手順書、申請者向けの手引き、

各種手続きの文書様式を作成した。 

2) 倫理審査申請 

医療観察法データベース事業で取得され

た情報を、研究の目的で申請者に提供する

ことについて、NCNP の臨床研究相談窓口に

相談し、倫理委員会に審査を申請した。 

3) ウェブページの開設準備 

研究利活用について説明し、承認された

研究課題の概要および経過・終了報告を掲

載するためのウェブページのコンテンツを

作成し、公開方法について NCNP 情報管理室

に相談した。 

4) 研究利活用の位置づけの見直し 

当初は医療観察法データベース事業の範

囲内で研究利活用を行うこととしていたが、

厚生労働省と協議し、事業参加施設が独自

に行う研究事業として整理するのが妥当と

結論した。このため、データ提供元である

事業参加施設に個別に研究事業の説明を行

い、同意の有無を確認した。また、1)～3)

についても、これに伴う変更を加えた。 

5) 事務局業務用資料の作成 

データの提供に際して匿名加工の方法や

信頼性の水準を判断するための参考資料、

データセットの作成に必要な加工作業の手

順書、および研究成果発表時の謝辞の記載

例を作成した。 

 
5. 入院対象者の司法関与に関する経過の

分析 

本研究は、データベースの利活用として

申請するものである。医療観察法対象者が

重大な他害行為に至る前に介入する機会が

ないかどうかを探索する目的で、対象行為

前の触法歴、薬物・アルコール問題などを
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分析する計画を作成した。 

データ利用申請の受付開始を待ち、令和

2 年 9 月に研究事業の事務局に利用相談を

行い、同年 10 月に正式に申請した。 

 

（倫理面への配慮） 

2.のアンケートは、NCNP 倫理委員会に付

議不要確認を行い、不要との判定を受けた。

3.のグループインタビュー、4.の研究利活

用におけるデータ提供、5.のデータを利活

用した研究は、それぞれ同委員会に倫理審

査申請を行い、承認を得た（承認番号は順

に A2018-035、A2019-026、A2019-027）。 

各活動の開発の部分（研究でない部分）

においても、データの取扱いに留意した。 

 

Ｃ．研究結果 
1. 指定入院医療機関パフォーマンス指標

の洗練・見直し 

1) 在院期間の指標 

平均在院日数の集計期間は、3年のとき、

安定性と速報性のバランスが最良となった。 

転院の扱いに着目した計算方法の改善案

は、施設間で公平ではあるものの、補正が

過剰となるほか、転院先からの退院が転院

から長期間経過後に転院元に反映されるな

ど、現行の方法にはない短所を認めた。 

2) 行動制限および mECT 倫理会議承認件数

の指標 

1 名または 1 件の変化による数値の過大

な変動を抑制する方法として、ベイズ推定

の導入を検討したが、データの蓄積が少な

いため、事前分布の設定が困難であった。 

3) 報告書のリニューアル 

指標の大小順に並べ替えた棒グラフを多

用し、施設名を符号化した上で各施設には

当該施設の符号のみを個別に通知すること

とした。1)の結果を踏まえ、平均在院日数

は集計期間 3 年の直近分のみとした。2)の

結果を踏まえ、行動制限は直近 1 年間の病

床 1 床あたりの実人員、mECT は直近 1 年間

の実人員（絶対数）とした。薬物療法は、

直近 1 年間の処方割合（クロザピン、持続

性抗精神病薬のみ）、および処方量の平均

値とした。また、作成間隔を 6 ヵ月とした。 

4) 加工手順書の作成（事務局支援） 

手順書は、加工手順をモジュール化し、

各モジュールの概要を記述するメタデータ

（ヘッダー）を導入することなどにより、

体系的に構成できると考えた。これに基づ

き、モジュールごとに加工区分、加工前の

ファイル、加工後のファイル、参照するフ

ァイルの 4 項目をヘッダーとして明示し、

39 のモジュールからなる 79 ページの手順

書を作成した。加工作業を行う事務局のフ

ィードバックを受け、内容を調整した。 

 
2. 医療観察統計資料の発行準備 

1) 基本設計 

基本構造は、対象集団を入院対象者全体、

在院中、退院済の 3 通りとし、集計期間を

累積、単年、経年の 3 通りとして、在院中

×累積を除く 8 通りの組み合わせとするの

がよいと考えた。 

集計項目は、重要性やデータの信頼性か

ら、年齢、性別、主診断、重複障害、対象

行為種別、対象行為の被害者・放火被害区

分、事件地都道府県、転院歴、転帰、治療

ステージ、在院期間、在ステージ期間、お

よび隔離・拘束を一次案とした。 

2) 草案作成 

基本設計に基づき、令和 2 年 3 月に草案
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を作成した。3 章からなり、表紙および中

扉を含めて 40 ページの原稿が完成した。 

3) 集計項目の見直し 

入院処遇対象者全体の在院期間に

Kaplan-Meier 法による平均値・中央値を追

加し、在院中の対象者の隔離・拘束を当該

集計年 1 年間に実績のある対象者の計数に

変更し、退院済の対象者の在院期間に入院

年ごとの集計を追加した。 

4) 掲載内容の充実 

一般公開に向けて、集計値の読み取り方

や臨床あるいは制度運用の面からみた意味

合いについて、各図表に簡潔な解説を追加

することとした。また、医療観察制度の概

要を説明する章を新たに立てることとした。 

5) アンケートの実施 

アンケートは全 32 施設(97%)から回答が

あり、集計を行った。結果を医療観察統計

資料に掲載し、医療観察制度の概要の章は

それを引用して執筆することとした。 

 
3. データベースの活用に関する多職種ス

タッフへのインタビュー調査 

質的帰納的分析の結果、4 つのカテゴリ

ー（以下に【 】で示す）と 8 つのサブカ

テゴリーが抽出された。カテゴリーは、デ

ータベース活用への積極的姿勢の要因と消

極的姿勢の要因に大別された。前者には【治

療標準化の共有の必要性】と【外部現状共

有の必要性】が含まれ、後者には【情報リ

テラシーの強化】と【運用や設計の見直し

の必要性】が含まれた。 

 
4. 研究利活用に向けた準備（事務局支援） 

1) 規程等の整備 

平成 30 年度に、「重度精神疾患標準的治

療法確立事業研究推進委員会規程」（以下、

研究推進委員会規程）の案を作成し、業務

手順書、利用の手引き、各種文書様式の案

と共に、本体事業の運営委員会、および研

究推進委員会のレビューを受けた。それを

踏まえて修正し、令和元年 7 月 11 日に制定

した。 

2) 倫理審査申請 

NCNP 倫理委員会に「事業構築系」の研究

課題として申請を行うことを決定し、令和

元年 5 月 7 日に「医療観察法データベース

の研究利用における指定入院医療機関への

情報の提供」という課題名で申請書を提出

し、同年 6 月 25 日に承認を受けた。 

3) ウェブページの開設準備 

NCNP 病院サイト内「患者の皆様へ」の中

に「医療観察法データベースを二次利用し

た研究の実施」という表題で掲載すること

を決定した。二次利用研究の申請受付開始

と共に即時公開できるよう、コンテンツも

完成させた。 

4) 研究利活用の位置づけの見直し 

研究推進委員会を廃止し、研究事業運営

委員会および研究利活用委員会を新設する

こととなった。データ提供に関しては、す

べての事業参加施設から同意が得られた。

研究推進委員会規程は廃止となるため、新

たに「重度精神疾患標準的治療法確立事業

のデータの利活用に関する研究事業規程」

の案を作成し、NCNP の決裁を受けた。倫理

審査は変更申請を行い、令和 2 年 8 月 11 日

に承認された。ウェブページにも必要な修

正を加え、令和 2 年 8 月 15 日に公開した。 

5) 事務局業務用資料の作成 

データベースの項目ごとの標準的な加工

方法と信頼性の水準は、それぞれ 5 種類、6
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区分に整理された。これに基づいて一覧表

を作成し、研究事業の事務局に提示した。 

データセットの作成に必要な加工（連結、

再匿名化）については、それぞれ「複数テ

ーブル由来のデータの結合作業手順書」

（PowerPoint 形式、スライド 11 枚）、「統

一番号等の再匿名化作業手順書」（同 13 枚）

に処理方法をまとめ、研究事業の事務局に

提示した。 

 
5. 入院対象者の司法関与に関する経過の

分析 

データ利用申請は、令和 3 年 1 月 27 日に

承認された。本稿執筆時点において、研究

事業の事務局で再匿名化等の作業中であり、

データ分析には至っていない。 

 

Ｄ．考察 

1. 指定入院医療機関パフォーマンス指標

の洗練・見直し 

見直しにより採用された指標ないし集計

項目に基づき、新しい形式の報告書でパフ

ォーマンス指標を集計し、報告する準備が

整った。加工手順書が完成したことにより、

作業が定型化され、正確で体裁の標準化さ

れた報告書を作成することも可能となった。 

これにより、データベース事業運営事務

局がパフォーマンス指標にかかわる業務を

継続的に担うことができるようになった。 

 
2. 医療観察統計資料の発行準備 

草案を踏まえて集計項目を見直し、解説

文を追加すると共に、制度概要の説明も盛

り込む内容で詳細設計が確定し、発行の準

備がおおむね整った。 

初回発行ではアンケートの結果も掲載す

るが、それに言及しながら制度を解説する

ことにより、データベース由来の情報のみ

に基づく実態の公表よりも、国民や一般精

神科医療従事者の関心が喚起され、医療観

察法医療への理解が深まりやすいと期待さ

れる。 

 
3. データベースの活用に関する多職種ス

タッフへのインタビュー調査 

データベースの活用に対して、医療観察

法病棟多職種スタッフが積極的姿勢と消極

的姿勢の両方を持ち合わせていることが示

され、活用促進の方法を検討するのに有用

な情報が得られた。パフォーマンス指標に

おいて自施設が全体のどこに位置するかを

把握しやすい形式を検討したこと、医療観

察統計資料において一般精神科医療従事者

に医療観察法医療の実態を伝えるアンケー

トの結果を盛り込んだことは、本調査の結

果を踏まえたものである。 

 
4. 研究利活用に向けた準備（事務局支援） 

研究事業の規程、業務手順書、利用の手

引き、各種文書様式が完成し、データの提

供に関して倫理委員会の承認が得られ、ウ

ェブページが開設されたことにより、研究

事業の事務局が整えておくべき準備は一通

り完了した。 

また、匿名加工の方法とデータが提供に

耐える信頼性を有するかどうかの判断を補

助する資料、および提供するデータセット

の作成時に参照できる手順書が完成し、事

務局の負担軽減も図ることができた。 

ただし、事務局の業務には比較的高度な

知識や技術を要する部分があり、特定の職

員に重い負担がかかっている。また、提供
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するデータセットを作成する際、コンピュ

ーターがリソース不足で頻繁にフリーズす

ることが報告されている。今後、これらの

課題の解決に向けて取り組む必要がある。 

 
5. 入院対象者の司法関与に関する経過の

分析 

本報告書執筆時点でデータ分析には至っ

ておらず、研究の目的は未達成である。デ

ータの提供を受け次第、解析に着手し、適

切な場で成果を発表する予定である。 

 
Ｅ．結論 

本分担班は、データベースの活用促進に

向けて初期の環境整備を中心に活動したが、

一定の成果が得られた。データベースに基

づき、統計を作成して指定入院医療機関に

フィードバックし、一般向けに医療観察法

医療の実態を説明し、司法精神医療の水準

向上に資する研究を推進する体制がおおむ

ね整った。 

 
Ｆ．研究発表 

1. 論文発表 

1) 小池純子, 河野稔明, 大町佳永, 村田

雄一, 久保正恵, 黒木規臣, 藤井千代, 

平林直次: 医療観察法指定入院医療機

関データベースの活用と課題―多職種

スタッフに対するグループインタビュ

ー 調 査 か ら ― . 精 神 医 学 , 2019; 

61(11): 1343-1352 

2) 竹田康二, 河野稔明, 平林直次: 医療

観察法病棟の現況と展望. 精神医学, 

2020; 62(4): 445-454 

3) 菊池安希子, 藤井千代, 椎名明大, 平

野美紀, 小池純子, 河野稔明, 五十嵐

禎人: 司法精神科病棟の機能分化：英

国 Dangerous and Severe Personality 

Disorder (DSPD) 事業からの示唆. 日

本社会精神医学会雑誌, 2021; 30(1): 

20-34 

 

2. 学会発表 
1) 河野稔明，竹田康二，山田悠至，小池純

子，藤井千代，平林直次：医療観察法

入院処遇期間の適切な指標の探索―集

計期間の幅に着目して―．第 38 回日本

社会精神医学会，東京，2019.2.28 

2) 河野稔明, 竹田康二, 山田悠至, 小池

純子, 藤井千代, 平林直次: 医療観察

法入院処遇期間の適切な指標の探索―

転院例寄与の施設間配分方法に着目し

て―. 第 15 回日本司法精神医学会大会, 

花巻, 2019.6.8 

3) 河野稔明, 竹田康二, 山田悠至, 小池

純子, 藤井千代, 平林直次: 医療観察

法データベースの構築―医療の向上に

資する基盤づくりと活用―. 第 115 回

日本精神神経学会学術総会, 新潟, 

2019.6.22 

4) Kono T: Introduction of an online 

database system to forensic mental 

health services in Japan. The XXXVIth 

International Congress on Law and 

Mental Health, Rome, 2019.7.26 

5) 河野稔明, 曽雌崇弘, 菊池安希子, 藤

井千代: 共通評価項目のスコア変化か

らみた医療観察法入院対象者の治療経

過パターン. 第 16 回日本司法精神医学

会大会, Web 開催, 会期 2020.11.12-13 

6) 山田悠至, 竹田康二, 河野稔明, 小池

純子, 藤井千代, 平林直次: 医療観察
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法データベース研究利用プロトコル. 

第 16 回日本司法精神医学会大会, Web

開催, 会期 2020.11.12-11.13 

7) 菊池安希子, 藤井千代, 椎名明大, 平

野美紀, 小池純子, 河野稔明, 五十嵐

禎 人 : 英 国 Dangerous and Severe 

Personality Disorder（DSPD）事業か

らの示唆.第 16 回日本司法精神医学会

大会, Web 開催,会期 2020.11.12-11.13 

 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
1. 特許取得 

なし 

 
2. 実用新案登録 

なし 

 
3. その他 

なし 

 

参考文献 

1) 平子哲夫, 佐伯則英, 中田正: 人口動

態市区町村別統計へのベイズ統計の応

用について (1)標準化死亡比への応用. 

厚生の指標 46(10): 3-11, 1999 

2) 佐伯圭吾, 岡本希, 森田徳子, 車谷典

男: SMR の経験的ベイズ推定量について

の検討―奈良県市町村別死因統計を用

いて―. 厚生の指標 52(11): 7-13, 

2005 

3) 厚生労働省: 医療観察法入院処遇ガイ

ドライン. 心神喪失等の状態で重大な

他害行為を行った者の医療及び観察等

に関する法律の施行について（平成 17

年 7月 14日障精発第 0714002号）, 2005 

4) 厚生労働省: 匿名データの提供依頼申

出手引（平成 28 年 6 月 30 日）. 2016 

5) 個人情報保護委員会: 独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン（独立行政

法人等非識別加工情報編）（平成 29 年 3
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 
医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 
指定入院医療機関退院後の予後に影響を与える因子の同定に関する研究 

 
研究分担者 竹田康二  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

1. 平成 30年度～令和 2 年度において、全国 31の指定入院医療機関と協働し、法務省保護

局および保護観察所の協力を得て、指定入院医療機関退院後通院処遇に移行した対象者

（通院処遇移行対象者）のうち本調査に同意の得られた者の予後調査を実施した。 

2. 平成 30年度、令和元年度は医療観察法施行時からの累積調査対象者の予後を報告した。 

3. 令和 2 年度は、近年の通院処遇移行対象者の予後とそれに関連する因子を明らかにする

ことを目的として、直近 5 年間（平成 27 年 7月 16 日～令和 2 年 7 月 15 日）に通院処遇

に移行した対象者の予後を報告した。直近 5 年間の通院処遇移行対象者の重大な再他害

行為率、死亡率、自殺既遂率、精神保健福祉法入院率などの主要な予後は、医療観察法

施行時からの累積調査対象者の予後と比較して概ね同程度で推移していた。 

 
研究協力者（順不同、敬称略） 

山村 卓 国立病院機構花巻病院 

坂本 蒼 同上 

木村早智子 同上 

白石 潤 国立病院機構北陸病院 

今泉仁志 同上 

岡島菜摘  同上 

中根 潤 国立病院機構下総精神医療セ

ンター 

野崎昭子 同上 

鈴木寿臣 同上 

是木明宏 同上 

西岡直也 国立病院機構久里浜医療セン

ター 

野村照幸 国立病院機構さいがた医療セ

ンター 

藤崎直人 同上 

髙橋未央 国立病院機構小諸高原病院 

眞瀬垣実加 同上 

東 宏明    同上 

池田美穂子  同上 

山本哲裕 国立病院機構東尾張病院 

山下 健 国立病院機構榊原病院 

中谷紀子 国立病院機構やまと精神医療

センター 

渡邊大輔 国立病院機構肥前精神医療セ

ンター 

中山朝尋 同上 

辻真理子 同上 

樋口善美 同上 

森田康正 同上 

砥上恭子 同上 

塚原宏恵 同上 

佐藤和弘 同上 

松山 快 国立病院機構菊池病院 

川上奈都希 国立病院機構琉球病院 

袰地 敬 同上  

須貝孝一 山形県立こころの医療センタ  

     ー 

間中一至 茨城県立こころの医療センタ
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ー 

寺門里美 同上 

宮田光博 同上 

島田達洋 栃木県立岡本台病院 

村嶌泰良 同上 

山田竜一 群馬県立精神医療センター 

三上智子 埼玉県立精神医療センター 

門野淳子 同上 

原田 誠 同上 

山形晃彦 同上 

荒川育子 東京都立松沢病院 

瀬底正有 神奈川県立精神医療センター 

山下 徹 山梨県立北病院 

埴原秋児 長野県立こころの医療センタ

ー駒ケ根 

犬塚 伸 同上 

鵜澤正寛 同上 

福井將郎 同上 

足立順代 同上 

岸本道太 同上 

小林憲子 同上 

大橋 裕 静岡県立こころの医療センタ

ー 

平澤克己 愛知県立精神医療センター 

粉川 進  同上 

高木 宏  同上 

羽渕知可子 同上 

山崎恭一  同上 

中岡健太郎 同上 

合澤 祐  同上 

安 成根  同上 

原野谷郁夫 同上 

辻 里花  同上 

柴崎守和 滋賀県立精神医療センター 

松村直樹 同上 

堀岡英紀 大阪精神医療センター 

森田優季 同上 

梅本愛子 同上 

磯村信治 山口県立こころの医療センタ

ー 

石津すぐる 岡山県精神科医療センター 

高尾 碧 島根県立こころの医療センタ

ー 

安藤幸宏 長崎県精神医療センター 

瀧内小百合 同上 

田中一敏 鹿児島県立姶良病院 

山田悠至 国立精神・神経医療研究セン

ター病院 

島田明裕 同上 

大町佳永 同上 

山下真吾 同上 

平林直次 同上 

 

Ａ．研究目的 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為

を行った者の医療及び観察等に関する

法律（以下、医療観察法）」が施行され、

15 年が経過した。司法統計によると、こ

の間に指定入院医療機関を退院し、通院

処遇に移行した例は、2,347 人と試算さ

れる 1)。 

医療観察法医療は、豊富な人的、物的

資源のもと、多職種協働による心理・社

会的療法、指定入院医療機関と地域関係

者によるケア会議などが実践されてい

る。 

本研究は、医療観察法入院処遇対象者

の退院後の予後を把握すること、退院後

の予後に影響を与える因子を検討する

ことを目的にしている。 
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Ｂ．研究方法 
1. 調査対象 

対象は、平成 17 年 7 月 15 日から令和

2 年 7 月 15 日までの間に、協力施設の全

国 31 の指定入院医療機関に入院処遇と

なった対象者のうち、退院後、通院処遇

に移行し、予後調査に同意の得られた者

である。各医療機関の研究協力者から対

象者に文書を用いて趣旨を説明し、本人

から文書にて同意を得た。 

2. 調査項目 

1) 基本属性 

対象者の退院時年齢、性別、精神科主

診断、対象行為、退院日を調査した。精

神科主診断の分類には、国際疾病分類第

10 版(ICD-10)を用いた。 

2) 退院後の予後 

・調査日（毎年 7 月 15 日時点）の処遇

状況（継続、終了） 

・通院処遇終了時の状況 

・再他害行為の有無と内容 

・自殺企図（未遂、既遂）有無と内容 

・通院処遇中の精神保健福祉法による入

院の形態、期間、理由 

3) 社会生活状況 

・指定入院医療機関における退院前のア

ルコール・薬物問題の認識の有無（以

下、対象行為前アルコール・薬物問題

歴） 

・通院処遇期間中のアルコール・薬物摂

取の有無と内容                     

・居住形態（家族と同居、単身生活、グ

ループホームなど） 

・退院後利用した医療・社会福祉資源 

・就労 

・生計 

3. 調査方法 

毎年 8 月頃、法務省保護局総務課精

神保健観察企画官室から全国の保護観

察所に本調査について周知していただ

いた。各指定入院医療機関において、

対象者の氏名を記入したアンケート用

紙を用意し、送付先の保護観察所ごと

に封筒に入れ封をし、国立精神・神経

医療研究センター病院（以下、当院）

に送付した。当院で、保護観察所名で

分け直し、一括して全国の保護観察所

へ発送した。この方法により、対象者

の氏名が各指定入院医療機関以外の者

の目に触れることがないようにした。 

保護観察所において、社会復帰調整

官が、調査日時点の対象者の予後情報

を記入し、各指定入院医療機関に返送

した。指定入院医療機関、当院、保護

観察所間の郵送にはレターパック®を

使用した。 

各指定入院医療機関で、氏名等の個

人情報を削除して匿名化したうえで、

対象者基本属性情報および予後調査結

果を記入した電子ファイルを、パスワ

ードを設定して当院に送付し、当院に

てデータ解析を行った。 

4. データ解析 

再他害行為、自殺企図、医療観察法

再入院処遇、精神保健福祉法入院など

の予後や居住、就労などの社会生活状

況について解析を行った。解析には

SPSS®を用いた。統計上、p<0.05 を有

意とした。 

令和 2 年度の報告では、直近 5 年間

に通院処遇に移行した対象者を通院処

遇開始年度で分類した（例えば 2020
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年度は 2019年 7月 16日～2020年 7月

15 日）。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は国立精神・神経医療研究センタ

ー倫理委員会より承認を得て実施している

（承認番号 B2020-031）。 

 

Ｃ．研究結果 
1. 直近 5 年間の通院処遇移行対象者 

1) 基本属性  

平成 27 年 7 月 16 日～令和 2 年 7 月 15

日に通院処遇に移行した研究対象者は 651

名（男性 475 名、女性 176 名）であった。

平均年齢は男性 47.0 歳、女性 48.1 歳であ

った。通院処遇終了者の平均観察日数は

933 日であった。精神科主診断では、F2 が

518 名（79.6%）、F3 が 73 名（11.2%）、F1

が 36 名（5.5%）の順で多かった。また男性

は F2 が有意に多く、女性は F3 が有意に多

かった。対象行為は、殺人 229 名（35.2%）、

傷害 225 名（34.6%）、放火 148 名（22.7%）

の順で多かった。男性では「傷害」と「強

制性交等または強制わいせつ」の割合が、

女性では「殺人」と「放火」の割合が有意

に高かった。 

対象行為前アルコール・薬物問題歴を認

めた対象者は 190 名（29.2%）であった。ま

た通院処遇期間中のアルコールの有害な使

用・依存状態は 21 件（3.2％）、違法薬物の

有害な使用・依存状態は 10 件（1.5％）認

めた。 

2) 再他害行為 

重大な再他害行為は 7 名 7 件認めた。「そ

の他、上記に当たらない軽微な他害行為」

は15名25件認めた。「全ての再他害行為（重

大＋その他）」は 21 名 32 件認めた。重大な

再他害行為の累積発生率は 1.3%/3 年であ

り、全ての再他害行為の累積発生率は 4.1% 

/3 年であった。 

対象行為前アルコール・薬物問題歴あり

群は「全ての再他害行為」が有意に発生し

やすかった。 

3) 死亡・自殺企図 

通院処遇期間中に、12 名（男性 8 名、女

性 4 名）が死亡していた。死因は自殺が最

多（5 名）であり、次いで病死（4 名）、事

故死（2 名）の順であった。累積死亡率は

2.8％/3 年であった。 

自殺企図（未遂を含む）は、13 名 13 件

に認められ、そのうち死亡（既遂）した者

は 5 名であった。自殺既遂の累積発生率は

1.0％/3 年、自殺企図の累積発生率は 2.7％

/3 年であった。 

4) 医療観察法による再入院 

通院処遇期間中に医療観察法による再

入院処遇となった対象者は 15 名（男性 14

名、女性 1 名）であった。再入院処遇とな

った対象者の通院処遇開始時の平均年齢は

38.1 歳と若く、また 15 名中 9 名で対象行

為前アルコール・薬物問題歴を認めていた

（いずれも Cox 比例ハザード分析（単変量）

で有意差あり。）。 

5) 精神保健福祉法入院 

 通院処遇期間中、262 名（40.2%）が精神

保健福祉法による入院をしていた。累積入

院発生率は 33.4%/ 1 年、46.4% /3 年であ

った。調整入院（医療観察法入院処遇終了

と同時に精神保健福祉法入院）は 90 名

（13.8%）認めた。 

通院処遇開始後 1 年間のうち、対象者が

精神保健福祉法入院をしていない平均期間
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は 316.6 日（86.7%）であった。地域生活開

始後 1 年間（調整入院群は、調整入院から

退院後 1年間）の平均地域生活日数は 351.2

日（96.2%）であった 

地域生活開始後 1 年平均地域生活日数に

関連する因子を調べたところ、対象行為前

アルコール・薬物問題歴あり群は、問題歴

なし群と比較して有意に地域生活日数が短

かった（330.0日 vs 345.8日, Mann-Whitney 

U 検定）。 

 

Ｄ．考察 

平成30年度、令和元年度は医療観察法施

行時からの累積調査対象者の予後を報告し

た。そこでは、重大な再他害行為の累積発

生率は国内外の類似先行研究と比較して低

い水準で推移していることなどを明らかと

した。 

医療観察法医療が施行され15年が経過し

た。この間、医療観察法医療体制も大きく

変化した。そこで令和2年度は直近5年間に

通院処遇に移行した対象者に絞って解析し

た。 

直近5年間に通院処遇に移行した対象者

に関する結果を、令和元年度まで実施した

累積調査対象者に関する結果と比較すると、

重大な再他害行為、自殺既遂、自殺企図、

精神保健福祉法入院、いずれの発生率も概

ね同程度であった。したがって、医療観察

法医療における通院処遇移行対象者の予後

は、近年も大きな変化なく推移していると

考えれられた。 
  地域生活開始後 1 年間の平均地域生活日

数は一般精神医療における精神病床退院後

地域生活日数に関する研究の結果（316 日）

2)と比較して高い。一方で、調整入院期間

も含めた通院処遇開始後 1 年間の平均地域

生活日数は一般精神医療における精神病床

退院後地域生活日数と同程度である。また

調整入院群では一度も地域生活に移行せず

に処遇終了となるケースも確認されている。 

今後、調整入院群に関する対策が必要であ

ると考えられた。 

対象行為前アルコール・薬物問題歴あり

群が、「すべての再他害行為」「医療観察

法病棟再入院処遇」の発生や、「地域生活

開始後1年間の平均地域生活日数」の短さと

いった複数の結果との有意な関連が見られ

た。今後、対象行為前のアルコール・薬物

問題歴がどのように退院後の予後に影響を

与えるのか調査を進める必要がある。 
 

Ｅ．結論 
 医療観察法が施行され、15年が経過した。

近年、通院処遇に移行した対象者の重大な

再他害行為率、死亡率、自殺既遂率、精神

保健福祉法入院率などの主要な予後の発生

率は、累積調査対象者を対象とした報告と

比較して概ね同程度で推移していた。 

 調整入院群や対象行為前アルコール・薬

物問題歴あり群に対する今後の調査と対策

の構築が重要と考えられた。 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 

複雑事例のプロファイリングとセグメント化に関する研究 

研究分担者 壁屋 康洋  国立病院機構榊原病院 

 

研究要旨： 

本研究は村杉らによる「多様で複雑な事例の個別調査及び治療・処遇に関する研究」1)と連携して

複雑事例の特徴を量的に分析し、実効性の高い治療や介入方法につなげていくための基礎資料とする

ことを目的としている。平成 30 年～令和 2 年度において、重度精神疾患標準的治療法確立事業（以

下、DB 事業）から平成 17 年 7 月 15日の医療観察法制度開始から平成 30 年 9 月 30日の期間に医療観

察法入院処遇となった 3,138名のデータおよび入院処遇 6年を超える 104名のデータを得て解析を行

った。併せて平成 20 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日の期間に医療観察法入院処遇を受けた対象者

のうち、22の医療観察法指定入院医療機関からの 720 名分のデータ（平成 25 年 10月 1 日時点）を用

いて解析した院内暴力・通院処遇移行後の暴力や問題行動への要因と結果を統合した。その結果から

以下のことが考察された。 

1. 当初は医療観察法入院 6 年を超える長期入院が課題とされたが、6 年を超えても改善して通院処

遇へ移行する群と、改善せずに処遇終了-入院する群がある。6 年以上という入院期間だけでな

く、処遇終了-入院などの転帰を考慮することが重要である。 

2. 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了-入院群に分けて入院期間に与える影響を見ると、通院処遇

へ移行するまでの期間に影響を与えるのは「通常でない思考」と行動制限総日数である。行動制

限の多い群は処遇終了-入院しやすく、通院処遇へ移行しにくい。このことを考えても、行動制限

に注目すべきである。 

3. 行動制限に影響を与える要因として「精神病的なしぐさ」に見られる病状の不安定さと、興奮、

怒り、衝動性といった情動の不安定さが認められる。院内暴力、通院処遇へ移行した後の暴力や

問題行動につながる要因としても興奮、怒り、衝動性といった情動の不安定さは共通の課題であ

る。 

医療観察法入院期間に着目するだけでなく処遇終了という転帰も合せて分析すべきこと、行動制限

が多い対象者の病態解明や分類、治療介入等の検討が今後の課題であるとともに、処遇終了-入院を

減らすことは医療観察法医療の研究と臨床の課題と考えられる。 

 

研究協力者（敬称略）  

 村杉謙次  国立病院機構小諸高原病院  

高野真弘  国立病院機構榊原病院  

山本哲裕  国立病院機構東尾張病院  

砥上恭子  国立病院機構肥前精神医療

センター  
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高橋  昇  いわて自閉症センター  

竹本浩子  国立病院機構やまと精神医

療センター  

松原弘泰  静岡県立こころの医療セン

ター  

瀬底正有  神奈川県立精神医療センタ

ー  

瀧澤綾子  群馬県立精神医療センター  

常包知秀  国立病院機構鳥取医療セン

ター  

岩﨑友明  国立病院機構菊池病院  

守屋明子  埼玉県立精神保健福祉セン

ター  

川地  拓  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院  

久保田圭子  国立病院機構下総精神医

療センター  

大原  薫  国立病院機構さいがた病院  

松下  亮  同上  

野村照幸  同上  

横田聡子  国立病院機構小諸高原病院  

荒井宏文  国立病院機構北陸病院  

天野昌太郎  国立病院機構肥前精神医

療センター  

占部文香  長崎県病院企業団長崎県精

神医療センター  

前上里泰史  国立病院機構琉球病院  

 

Ａ．研究目的  

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」に基づく入院医療で

は、多職種チームによる治療を通じて多く

の事例が通院医療へ移行している一方、何

らかの理由で入院が長期化する、いわゆる

複雑事例への戦略的介入が課題となってい

る。本研究は、村杉らによる「多様で複雑

な事例の個別調査及び治療・処遇に関する

研究」1)2)と連携し、複雑事例に対する実効

性の高い治療や介入方法につなげていくた

め、量的データの分析から複雑事例の特徴

を分析し、複雑事例をプロファイリングお

よびセグメント化することを目的とする。  

 

Ｂ．研究方法  

1. 調査対象  

対象(1)：平成 17 年 7 月 15 日の医療観

察法制度開始から平成 30 年 9 月 30 日の期

間に医療観察法入院処遇となった対象者の

うち、（ア）DB 事業に協力しない 1 施設の

事例、（イ）オプトアウトの申し出のあった

事例、（ウ）信頼性が担保できない、明らか

な瑕疵を認めたデータを除外し、医療観察

法データベース研究事業運営委員会より提

供を受けた 3,138 名のデータ（令和 2 年 7

月 31 日時点）。後述する統計解析において

は、変数の欠損値に対してペアワイズで除

外した。  

対象(2)：平成 17 年 7 月 15 日の医療観

察法制度開始から平成 26 年 7 月 15 日まで

の期間に医療観察法入院処遇となり、かつ

入院処遇期間が 6 年を超えるデータのうち

上記（ア）～（ウ）を除外し、医療観察法

データベース研究事業運営委員会より提供

を受けた 104 名のデータ（令和 2 年 7 月末

時点）。  

対象(3) 平成 20 年 4 月 1 日～平成 24 年

3 月 31 日の期間に医療観察法入院処遇を受

けた対象者のうち、22 の医療観察法指定入

院医療機関からの 720 名分のデータ（平成

25 年 10 月 1 日時点）。当時の病床数から概

算すると約 8 割の回収率となる。  

 

2. 倫理的配慮  

人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針に則り、データ収集する指定入院医療

機関および国立精神・医療研究センターの

医療観察法データベース研究事業運営委員
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会にてポスター掲示によるオプトアウトを

行うとともに、住所・氏名など個人を特定

できる情報を削除し、連結不可能匿名化し

て研究分担者に送付の上、解析を行った。  

 

3. 統計学的解析  

統計学的解析を以下の手順で実施した。  

1)複雑事例中核群の転帰比較：村杉ら 1)の

定義した複雑事例中核群（入院 6 年以上か

つ行動制限群（5 回以上の隔離／ 28 日以上

の隔離／1 回以上の拘束のいずれかあり）

に該当）についてセグメント化して分析す

るため、行動制限群に該当しない長期群（入

院 6 年以上）と転帰を比較した。  

2) 複雑事例中核群のうち処遇終了群と通

院移行群の共通評価項目の比較：複雑事例

中核群のセグメント化を推し進めて検証す

るため、複雑事例中核群のうち通院処遇へ

移行した群と処遇終了 -入院となった群の

共通評価項目を比較した。なお、共通評価

項目は平成 20 年 4 月に初版から第 2 版に

改訂、平成 31 年 4 月に第 3 版に改訂して

いるが、本研究では収集したデータで最も

評定の多い第 2 版のみを解析に用いた。  

3) 複雑事例中核群／長期群／行動制限群

／その他の群の転帰比較： 3 群とそれ以外

の 4 群について、転帰のクロス集計とカイ

2 乗検定・残差分析を行った。  

4) 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群の入院日数比較：入院の長期化を検討

する前段として、通院処遇へ移行した群、

処遇終了した群、処遇終了群のうち処遇終

了と同時に精神保健福祉法入院に至った処

遇終了-入院群の 3 群の入院日数について

ヒストグラムと記述統計量で比較した。  

5) 通院処遇への移行群／処遇終了群／処

遇終了 -入院群における入院処遇日数と各

変数の関連： 3 群に分けて入院日数へ影響

を与える要因を検証した。ここではサンプ

ルサイズが大きいために容易に帰無仮説が

棄却され、有意性検定では比較しにくいた

め、効果量を見るために順位相関係数を用

いた。  

6) 処遇終了-入院につながる要因の解析：

処遇終了-入院に至る要因、あるいは行動制

限かつ処遇終了 -入院群に至る要因を抽出

するため、診断や対象行為などの要因、ま

た初回入院継続申請時共通評価項目との順

位相関係数を算出した。  

7) 行動制限につながる要因：行動制限総日

数と診断や対象行為などの要因、また初回

入院継続申請時共通評価項目との順位相関

係数を算出した。  

8) 院内対人暴力・通院処遇移行後の暴力や

問題行動につながる要因：対象 (3)を用いて

ICF(International Classification of 

Functioning, Disability and Health: 以

下、ICF)の各下位項目ならびに GAF(Global 

Assessmemt of Functioning)を説明変数と

し、院内対人暴力の有無と発生までの追跡

日数を目的変数とした COX 比例ハザードモ

デルによる解析を行った。  

 解析はいずれもエクセル統計 (BellCurve

○R  for Excel)を使用し、 p<0.05 を統計学

的に有意とした。順位相関係数については

|r|>0.2 の弱い相関を基準に考慮した。  

 

Ｃ．研究結果  

1) 複雑事例中核群の転帰比較  

対象(1)のうち、転帰が転院であった事例

を除外し、村杉ら 1)の定義した複雑事例中

核群が 46 名、長期群が 59 名であった。複

雑事例中核群と長期群の転帰（表 1）を比

較すると、複雑事例中核群 46 例中 12 例が

処遇終了で入院しており、処遇終了 -通院を

除外してカイ 2 乗値=12.9 で統計的に有意

となり、複雑事例中核群に処遇終了 -入院が

多いことが示された。  
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2) 複雑事例中核群のうち処遇終了群と通

院移行群の共通評価項目の比較  

 長期群に比して複雑事例中核群に処遇終

了-入院が多いことから、複雑事例化した末

に、精神保健福祉法入院による処遇終了を

行った事例が多いと考えられた。複雑事例

中核群のうち処遇終了 -入院となった群と

通院処遇へ移行した群との退院申請時の第

2 版共通評価項目の下位項目を比較すると

（表 2）、初回入院継続申請には【生活能力】

とその 2 下位項目、【衝動コントロール 3）

先の予測をしない】の計 4 下位項目のみが

5%水準で有意差が示された一方、退院申請

時には表 2 の計 38 の下位項目が処遇終了 -

入院群よりも通院移行群の方が低くなった。

通院処遇移行群での共通評価項目での評定

の改善をフリードマン検定によって比較す

ると、通院処遇移行群では計 28 の下位項目

が 5%水準で有意に評定が低下していた。  

3) 複雑事例中核群／長期群／行動制限群

／その他の群の転帰比較  

 複雑事例中核群でも改善して通院処遇へ

移行する一群があるため、入院期間 6 年と

いう基準だけで捉えられず、処遇終了 -入院

や通院処遇への移行という転帰を考慮に入

れる必要がある。複雑事例中核群／長期群

／行動制限群／その他の群に分けた転帰を

表 3 に示す。表 3 から事例の少ない抗告退

院・死亡（自殺）・死亡（病死）・処遇終了

-医療なし・処遇終了 -通院を除外、さらに

転帰の定まっていない入院中を除外し、カ

イ 2 乗検定を行うと、カイ 2 乗値 =164.0、

5%水準で統計的に有意となり、残差分析で

は複雑事例中核群に処遇終了 -入院が多く、

行動制限群では処遇終了 -入院と通院処遇-

入院が多く、通院処遇 -家族同居・通院処遇

-施設入所・通院処遇 -単身がいずれも少な

いという結果であった。  

4) 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -

入院群の入院日数比較  

 転帰比較によって、 6 年以上という入院

期間だけでなく、処遇終了 -入院などの転帰

を考慮することが重要と考えられた。図 1・

図 2・図 3・表 4 に通院処遇群／処遇終了群

／処遇終了 -入院群の入院日数を示した。 3

群の入院日数は意味が異なると思われるが、

入院日数に有意差はなかった。  

5) 通院処遇への移行群／処遇終了群／処

遇終了 -入院群における入院処遇日数と各

変数の関連  

 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群の 3 群の入院日数へ影響を与える要因

をスピアマンの順位相関係数を用いて検証

した（表 5・表 6）。5%水準で有意な項目を

太字で示すが、サンプルサイズが大きく帰

無仮説が棄却されやすいため、相関の大き

さ|r|>0.2 の弱い相関以上を基準として評

価する。その結果、表 5 より処遇終了群で

は高齢な方が、また F0（症状性を含む器質

性精神障害）の診断を有する方が早期に処

遇終了しやすい。 F2（統合失調症、統合失

調型障害および妄想性障害）は処遇終了ま

でが長期化しやすい。表 6 より初回入院継

続申請時の共通評価項目では、通院処遇へ

の移行群では【精神病症状 1)通常でない思

考】のみ|r|>0.2 の弱い相関となった。処

遇終了群では【精神病症状】とその小項目

のうち 5 項目、処遇終了 -入院群では【精神

病症状】とその小項目のうち 2 項目と【内

省・洞察 2)対象行為以外の他害行為への内

省】が r>0.2 の弱い相関となった。また表

5・表 6 から隔離総日数と拘束総日数を合計

した行動制限総日数、および【精神病症状

1)通常でない思考】はどの群でも入院日数

に弱い相関が認められた。  

6) 処遇終了 -入院につながる要因  

 3 群とも行動制限総日数と通常でない思

考が入院日数に影響を与えることから、本



- 34 - 

質的には村杉の分類 1)2)で複雑事例中核群

より行動制限群の方が課題ではないか、ひ

いては行動制限群から処遇終了 -入院に至

ってしまう群が課題ではないかと考えられ

た。処遇終了-入院に至る要因、また行動制

限かつ処遇終了 -入院群に至る要因を抽出

するため、行動制限群かつ処遇終了 -入院の

発生および処遇終了 -入院の発生と、診断や

対象行為などの要因とのスピアマンの順位

相関係数（表 7）、初回入院継続申請時の共

通評価項目の下位項目との順位相関係数

（表 8）を算出した。その結果、診断や対象

行為などは関連が乏しく、表 7 に示した行

動制限総日数（隔離総日数と拘束総日数の

和）のみが r>0.2 の弱い相関以上の関連が

認められた。  

7) 行動制限につながる要因  

 通院処遇への移行、処遇終了のいずれで

も入院期間を延ばす要因であり、処遇終了

-入院につながる要因でもある、行動制限へ

の要因を探索するため、行動制限総日数と

診断や対象行為などの要因とのスピアマン

の順位相関係数（表 9）、初回入院継続申請

時の共通評価項目の下位項目との順位相関

係数（表 10）を算出した。目的変数は行動

制限の日数であるため、処遇終了、通院処

遇への移行などによって差異が生じる可能

性を考慮し、表 9、表 10 では全体および群

ごとの順位相関係数を示した。表 9 より処

遇終了群では年代が若い方が行動制限総日

数が長いという結果になったが、通院処遇

への移行群では年代の影響はさほど大きく

ない。表 10 で初回入院継続申請時の共通評

価項目と行動制限総日数との関連を見ると、

通院処遇への移行群と処遇終了群とでいく

ぶん違いがあるものの、興奮、怒り、衝動

性といった情動の不安定さ、および精神病

的なしぐさが共通して弱い相関を示した。  

8) 院内対人暴力・通院処遇移行後の暴力

や問題行動につながる要因  

 行動制限につながる直接的な契機は院内

対人暴力が主であると考えられるが、DB 事

業では院内対人暴力のデータは平成 31 年

度に収集が始まったばかりであり、今回の

回収データには含まれていない。そのため

対象(3)を用いて ICF の各下位項目ならび

に GAF を説明変数とし、院内対人暴力の有

無と発生までの追跡日数を目的変数とした

COX 比例ハザードモデルによる解析を行っ

た（表 11）。表 11 では、先行研究 3)にて得

られた通院移行後の暴力、問題行動、自傷・

自殺企図との関連についても併記した。同

様に、表 12 に先行研究 4)5)から通院処遇移

行後の暴力や問題行動、医療観察法病棟入

院中の対人暴力と共通評価項目との関連を

引用した。表 11 から基本的な経済的取引、

社会的距離の維持、責任の対処などの生活

機能が通院処遇移行後や入院中の暴力に関

連することが示された。表 12 からは前項の

行動制限につながる要因と同様に、興奮、

怒り、衝動性といった情動の不安定さが入

院中や通院処遇移行後の暴力や問題行動に

つながりやすいことが示された。  

  

Ｄ．考察  

 本研究は何らかの理由で入院が長期化す

る事例＝複雑事例に対して特徴を分析する

ことが当初の目的であった。医療観察法入

院が 6 年を超える長期群、および入院以来

5 回以上の隔離・合計 28 日間以上の隔離・

1 回以上の拘束のいずれかを受けた行動制

限群の両方の特徴を併せ持つ群を複雑事例

の中核とみなし 1)2)、分析を進めた。しかし

ながら、1)複雑事例中核群の転帰比較によ

ってセグメント化を試みた（表 1）ところ、

複雑事例中核群に処遇終了 -入院が有意に

多いことが明らかになった。  

2) 複雑事例中核群の 4 割が処遇終了-入
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院となる一方、6 割は入院期間 6 年を超え

ても通院処遇へ移行する。複雑事例中核群

のうちで処遇終了 -入院となった群と通院

処遇へ移行した群との共通評価項目の下位

項目を比較する（表 2）と、初回入院継続申

請の時点では両群の差はわずかだが、退院

申請（処遇終了申請／通院処遇申請）の時

点で共通評価項目の多くの下位項目で差が

生じていた。ここから複雑事例中核群のう

ち一部は 6 年を超えても改善して通院処遇

へ移行し、他方で改善せずに処遇終了 -入院

に至る群があると考えられる。そのため入

院期間 6 年を超える長期群・複雑事例中核

群といえども、処遇終了するか、通院処遇

へ移行するかによって入院期間の意味が異

なるのではないかと考えられた。  

3) 複雑事例中核群／長期群／行動制限

群／その他の群とで転帰を比較すると、複

雑事例中核群に処遇終了 -入院が多いが、行

動制限群も処遇終了 -入院が多く、通院処遇

は家族同居・施設入所・単身がそれぞれ少

ないという結果であった。長期群には偏り

が見られない。6 年以上という入院期間よ

りも、行動制限や転帰の方が差を生じると

考えられる。  

4) 院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群の入院日数比較（図 1・図 2・図 3・表

4）から、3 群の入院日数は分散には差があ

るが平均には差はない。入院医療で奏功し

なくて処遇終了 -入院するのかと予想され

たが、ヒストグラムでの最頻区間は処遇終

了群の方が早い時期にある。  

5) 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -

入院群のそれぞれで入院日数に影響を与え

る要因を探索すると、高齢者や認知症の場

合には早期に処遇終了し、統合失調症圏の

疾患や精神病症状があると処遇終了までの

期間が長くなりやすい。通院処遇へ移行す

るまでの期間と|r|>0.2 以上の相関を有す

る項目は少ないが、通常でない思考と行動

制限総日数は通院処遇への移行、処遇終了、

処遇終了 -入院いずれの場合も入院日数と

弱い相関が認められる（表 5・表 6）。  

6) 処遇終了-入院につながる要因を見て

もやはり行動制限である (表 7)。  

7) 翻って行動制限につながる要因を探

索すると、処遇終了群では若い方が行動制

限総日数が長くなりやすいが、通院移行群

では影響はわずかである (表 9)。共通評価

項目からは精神病的なしぐさとともに、興

奮・躁状態、怒り、衝動性といった情動の

不 安 定 さ が 行 動 制 限 に 影 響 し て い る (表

10)。  

 8) 院内暴力や通院移行後の暴力や問題

行動につながる要因を見ると、基本的な経

済的取引、社会的距離の維持、責任の対処

などの生活機能が通院処遇移行後や入院中

の暴力に関連する (表 11)ことに加え、行動

制限につながる要因と同様に、興奮、怒り、

衝動性といった情動の不安定さが入院中や

通院処遇移行後の暴力や問題行動につなが

りやすい (表 12)ことが明らかになってい

る。  

 以上をまとめると、以下のことが言える  

・医療観察法入院 6 年を超える群を複雑事

例として課題に挙げていたが、 6 年を超え

ても改善して通院処遇へ移行する群と、改

善せずに処遇終了 -入院する群がある。6 年

以上という入院期間だけでなく、処遇終了

-入院などの転帰を考慮することが重要で

ある。  

・通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群とに分けて入院期間に与える影響を見

ると、通院処遇へ移行するまでの期間に影

響を与えるのは通常でない思考と行動制限

総日数である。行動制限の多い群は処遇終

了-入院しやすく、通院処遇へ移行しにくい。

このことを考えても、行動制限に注目すべ
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きである。  

・行動制限に影響を与える要因は精神病的

なしぐさに見られる病状の不安定さと、興

奮、怒り、衝動性といった情動の不安定さ

である。院内暴力、通院処遇へ移行した後

の暴力や問題行動につながる要因としても

興奮、怒り、衝動性といった情動の不安定

さは課題である。  

医療観察法入院期間に着目するだけでな

く処遇終了という転帰も合せて分析すべき

こと、行動制限が多い対象者の病態解明や

分類、治療介入等の検討が今後の課題であ

るとともに、処遇終了 -入院を減らすことは

医療観察法医療の研究と臨床の課題と考え

られる。  

 

Ｅ．結論  

本研究では、医療観察法入院が 6 年を超

える群を当初は課題と捉えていたが、処遇

終了 -入院による治療の打ち切りを考慮す

ると、入院期間よりも行動制限と処遇終了

-入院の方が課題である。  

通院移行群であっても処遇終了群であっ

ても、行動制限と「通常でない思考」は入

院を延伸する。行動制限に影響を与えるの

は「精神病的なしぐさ」に見られる病状の

不安定さと、興奮、怒り、衝動性といった

情動の不安定さである。院内暴力、通院処

遇へ移行した後の暴力や問題行動につなが

る要因としても興奮、怒り、衝動性といっ

た情動の不安定さは課題である。  

今後は行動制限の繰り返される対象の病

態解明と治療介入法の検討、情動の不安定

さを改善する方法を検討することを通じ、

行動制限と処遇終了を減らすこと、精神保

健福祉法医療へのよりスムーズな移行を推

し進めていくことが医療観察法医療の課題

である。  

 

Ｆ．研究発表  

1．論文発表   

 なし  

 

2．学会発表  

1) 山本哲裕 , 壁屋康洋 , 高野真弘 , 砥

上恭子 , 竹本浩子 , 常包知秀 , 岩崎
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天野昌太郎 , 前上里泰史: 医療観察法

入院医療における複雑事例のプロファ

イリングとセグメント化に関する研究

（7）長期入院群の特徴と分類．日本司
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 

多様で複雑な事例の個別調査及び治療・処遇に関する研究 

 

研究分担者 村杉 謙次  国立病院機構小諸高原病院 

 

研究要旨： 

1. 医療観察法入院処遇における超長期入院者及び長期/頻回行動制限実施者などのいわゆ

る複雑事例の病態の解明や分類を行い、治療・処遇に関するエキスパートコンセンサス

をまとめることを目的とし、平成 30 年度～令和 2 年度において、1) 全国の指定入院医

療機関を対象とした複雑事例に関する個別調査を実施し、2) 調査結果をもとに複雑事例

中核群を抽出・類型化し、3) 複雑事例中核群に対する介入方法を検討・実践価した。 

2. 1) 全国の指定入院医療機関の協力の下、複雑事例に関する個別調査を実施し、累計 26

施設 233 例の有効個別調査票の量的・質的解析を行った。 

3. 2) 解析結果から複雑事例中核群 12 例を抽出し、その特性を検討すると共に、長期措置

入院群 75 例との比較検討も行った。12 例に共通する傾向として「重複障害、特に自閉

症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disorder：以下、ASD）の併存」「clozapine（以

下、CLZ）の使用割合の高さ」「衝動性・暴力リスクの高さ」「家族機能の脆弱さ」「治療

同盟構築の困難さ」等の特徴が認められ、複雑事例中核群への介入における最重要課題

は重複障害に対する心理社会的治療がであると考えられた。また共通評価項目との連動

を意識した case formulation（以下、CF）に基づき複雑事例中核群を「疾病治療困難型」

「関係構築困難型」「セルフコントロール困難型」の 3 型に分類した。 

4. 3) 複雑事例中核群に対し、shared decision making による介入を CF を用いて行い（以

下、SDM with CF）、その効果を判定した。また転院トライアル 2 事例の評価を行い、複

雑事例に対する介入方法としての転院の有効性についても検討した。 

 

研究協力者（敬称略） 

平林直次  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

柏木宏子  同上 

竹田康二  同上 

瓶田貴和  同上 

今村扶美  同上 

鈴木敬生  同上 

村田昌彦  国立病院機構榊原病院 

壁屋康洋  同上 

山本克子  同上 

髙野真弘  同上 

鬼頭亜紀  同上 

大鶴 卓  国立病院機構琉球病院 

久保彩子  同上 

前上里泰史 同上 

村上 優  国立病院機構さいがた医 

      療センター 

野村照幸  同上 

藤崎直人  同上 

大迫充江  国立病院機構肥前精神医療

センター 
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佐野 亘  トヨタ自動車 

村山大佑  国立病院機構鳥取医療セ  

      ンター 

高尾 碧  島根県立こころの医療セ 

ンター 

中林充子  北海道大学医学部附属病院 

髙橋未央  国立病院機構小諸高原病院 

斎藤勝仁  同上 

新澤安江  同上 

内山博公  同上 

東 宏晃  同上 

吉池 茂  同上 

岩井邦寿  同上 

原田 聡  同上 

藤野健一  同上 

眞瀬垣実加 同上 

 

Ａ．研究目的 

超長期入院者及び長期/頻回行動制限実

施者等のいわゆる複雑事例に関する検討は、

医療観察法入院医療の機能を再考する上で

の大きな課題となっている。また、入院処

遇ガイドラインに示された標準的経過を辿

らない、複雑事例の背景や病態の解明、分

類、治療・ケアに関するエビデンスの蓄積

は、医療観察法医療のみならず、精神科医

療全体の機能向上に寄与するものと考えら

れる。 

本研究の目的は、複雑事例の特徴を明ら

かにし、具体的な介入方法を検討すると共

に、得られた知見を精神保健福祉法医療に

応用していく方法についても検討していく

ことである。 

 

Ｂ．研究方法 

実際の調査手順を以下に示す。 

1. 分担研究班・壁屋班と連携し、複雑事例

の条件として「治療が極めて困難」「退

院が困難」「入院期間が 6 年超」「頻回

隔離」「長期隔離」「拘束事例」「再入

院事例」「再処遇事例」の 8 つを便宜的

に定め、それらの条件に 1 つでも合致す

る医療観察法入院対象者を調査対象と

する。 

2. 全国の指定入院医療機関の医療観察法

病棟看護師長に調査票を送付し、対象事

例の年齢、性別、診断、対象行為、入院

決定日、通院医療機関内定の有無、経済

状況、治療・退院困難な理由、直近の入

院継続申立ての趣旨及び理由、直近半年

間の診療及び病状経過の要約、CLZ 使

用・修正型電気けいれん療法実施の有無、

等のデータ入力を依頼する。 

3. 回収した調査票をもとに、入院期間 6 年

超の群を「長期入院群」、頻回隔離・長

期隔離・拘束の群を「行動制限群」、再

入院・再処遇の群を「再入院・再処遇群」

とし、各群とそれ以外の群との間で特徴

に差がないかを量的データと入院継続

申立書のテキストデータの両面から解

析する。 

4. 解析結果より、複雑事例の典型となる特

徴を明らかにするとともにその特徴を

有した一群（複雑事例中核群）を抽出す

る。 

5. 先行研究で示されている長期措置入院

事例と比較しつつ、CF を用い類型化す

ることで、複雑事例中核群の特徴をより

明確化し、必要な介入方法について検

討・実施・効果判定を行う。 

6. 統計学的解析には SPSSⓇver22.0 を用い、

p＜0.05 を統計学的に有意とする。 
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（倫理面への配慮） 

本研究は、「疫学研究の倫理指針」に従

い実施する。本研究に利用する調査対象事

例のデータに関しては、医療観察法病棟に

おける日常臨床の中で標準的に収集される

データを用い、本研究のために新たに収集

するものはない。小諸高原病院及び各研究

協力機関において、調査対象事例のデータ

を収集し、氏名・住所・生年月日など個人

を特定できる情報を削除して代表施設（小

諸高原病院）に送付。代表施設は数値情報

のみを得て統計的に解析を行う。情報漏洩

を防ぐため、データの受け渡しは基本的に

手渡し、もしくは書留での郵送とする。各

施設でのデータの管理は、各研究機関の研

究協力者が行う。データの保管に関しては、

医療観察法病棟内の研究関係者以外の者が

アクセスできない場所（研究室）において、

紙情報は鍵のかかるロッカー、電子情報は

インターネットに接続していないパソコン、

もしくは暗号化されたドライブに保管する。

医療観察法病棟は、常時施錠されており、

病棟スタッフ以外の来棟は一定の条件下で

のみ可能となっており、フラッシュメモリ

ー等の記憶可搬媒体やカメラ、写真機能の

ついた携帯電話の利用も禁止されており、

データの外部への持ち出しは不可能な環境

にある。研究結果を、研究報告書、学会報

告、学術論文として報告するには、個人情

報の保護には細心の配慮を行い、個人を特

定する情報は一切使用しないものとする。 

 

Ｃ．研究結果 

1．複雑事例中核群の特徴 

 全国の指定入院医療機関 26 施設から累

計 233 例の有効個別調査票を回収した。長

期入院群においては「行動制限」「重複障害」

「CLZ 使用」の割合が、行動制限群におい

ては「長期入院」「暴力リスクの高さ」「劣

悪な生育環境」の割合が、再入院・再処遇

群においては「ASD 傾向」「重複障害」「CLZ

使用」の割合が他の群に比べ多い傾向が認

められた。複雑事例化要因の中で「長期入

院」と「行動制限」に相関性が示唆される

こと、「再入院・再処遇群」は一旦通院処遇

に移行できていること、各群に共通した治

療・退院困難理由が「重複障害」であるこ

とより、「長期入院群」「行動制限群」双方

の条件に合致する重複障害事例 12 例（男性

10 例、女性 2 例、46.1±10.0 歳）が複雑事

例の中核群であることが想定された。 

入院継続申立書のテキストデータの解析

により、12例に共通する傾向として「重複

障害、特にASDの併存」「CLZ使用割合の高

さ」「衝動性・暴力リスクの高さ」「家族

機能の脆弱さ」「治療同盟構築の困難さ」

等の特徴が抽出された。 

 

2．複雑事例中核群と長期措置入院群との比

較 

参考にした先行研究は「長期措置入院し

ている精神障害者の現状把握に関する研究

（平成29年総括・分担研究開発報告書：瀬

戸秀文）」である。同研究では全国1,386

の精神科医療機関を対象に、2017年6月30

日時点で1年以上措置入院している患者を

調査し、34医療機関から75例（男性63例、

女性12例、51.2±13.5歳）の情報が得られ

ている。それらの75例を長期措置入院群と

し、複雑事例中核群12例と比較すると、男

女比、主診断に占める統合失調症の割合、
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平均入院期間に明らかな差はないものの、

複雑事例中核群では、重複障害やCLZ使用の

割合が長期措置入院群に比べ多いとの結果

が得られた。また、退院困難理由について

は、複雑事例中核群では「症状改善困難」

が長期措置入院群に比べ少ないものの、「衝

動制御困難」が同程度であり、「環境調整

困難」が多いとの結果が得られた。 

両群の薬物療法に関する比較において

は、平均 chrolpromazine（以下、CP）換算

量に明確な差が認められ、複雑事例中核群

が 1128.8±882.9mg であり、長期措置入院

群の 893.3±659.1mg に比べ多くなってい

た。 

 

3．複雑事例中核群の類型化 

複雑事例中核群12例のうち、厚生労働省

長期入院実態調査を行い、より詳細な情報

が得られた上で仮想事例化した8例を対象

に、共通評価項目第3版との連動や類型化の

検討につなげることを主目的としたCFを実

施した。CFの形態に基づき8例を「疾病治療

困難型」「関係構築困難型」「セルフコン

トロール困難型」の3型に分類し、類型別の

介入方法を検討した。 

 

4．複雑事例中核群に対する介入 

 『本人の意思を治療計画に積極的に反映

させることが治療の進展につながるのでは

ないか』との仮説をたて、介入に同意した

複雑事例中核群の中の 1 事例に対し、SDM 

with CF による介入を行い、介入前後で各

種評価尺度を用い効果判定を行った。CF は

対象事例と研究協力者の面接の中で、対象

事例の希望を中心に据える形で作成した。

作成した CF に基づき、今後 3 か月の治療計

画をたて、対象事例の担当多職種チーム

（Multi-Disciprinaly Team：以下、MDT）

が治療を実施した。効果判定には、協働意

思決定度、自己効力感尺度、簡易精神症状

評価尺度、日本語版精神科多職種チーム医

療アセスメントツール、治療同盟尺度の 5

つの評価尺度を用いた。協働意思決定度、

日本語版精神科多職種チーム医療アセスメ

ントツール、治療同盟尺度の 3 つの尺度に

おいて評点は上昇していた。 

また、複雑事例に対する介入方法として

の転院の有効性を検討するために、転院ト

ライアル 2 事例の評価を行った。転院前後

での転院元・転院先医療機関のエッセン精

神科病棟風土評価スキーマ（Essen Climate 

Evaluation Schema：以下、Essen CES）評

定、トライアル事例の転院前後での共通評

価項目・機能の全体的評定尺度・drug 

attitude inventory-30・病識評価尺度日本

語版・自己効力感尺度による評定を行った。

2 事例の評定結果としては、転院元の Essen 

CES 評定において『攻撃的患者の存在』が

有意に低下していることと CLZ 導入により

病状の安定が得られていること、複雑事例

と MDT の治療関係が改善していることが共

通していた。 

 

Ｄ．考察 

個別調査や医療観察法入院医療のエキ

スパートによる討議の結果から、「長期入院

群」「行動制限群」双方の条件に合致する重

複障害事例 12 例が複雑事例の中核群とし

て想定された。入院期間の短縮と行動制限

率の低下が精神科医療全体の課題であるこ

とからも、その想定は実際の臨床感覚と概

ね一致するものと考えられる。 
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12 例に共通する傾向として「重複障害

（特に ASD の併存）」「CLZ 使用割合の高さ」

「衝動性・暴力リスクの高さ」「家族機能の

脆弱さ」「治療同盟構築の困難さ」等の特徴

が抽出されている。長期措置入院群との比

較においても、重複障害と CLZ 使用の割合

が多く、退院困難理由として症状改善困難

は少ないものの、衝動制御不十分と環境調

整困難が多いことから、「複雑事例中核群で

は CLZ 使用により症状そのものは改善して

いるが、重複障害の問題により衝動制御が

不十分で環境調整も困難なため、長期入院

化している可能性」が示唆された。よって

重複障害に対する心理社会的治療が複雑事

例に対する最重要課題であると考えられた。

複雑事例中核群を「疾病治療困難型」「セル

フコントロール困難型」「関係構築困難型」

の 3 類型に分類し、介入方法を検討したも

のの、その過程で中核群を明確に類型化す

ることは困難であり、「複雑事例たらしめる

それぞれの要素」に介入していく必要性と、

入院が長期化する前に各要素を評定できる

ような評価方法の確立の必要性があること

が判明した。 

 複雑事例中核群に対する介入方法の一つ

として実施・検証した SDM with CF につい

ては、対象者のニーズを中心に治療計画を

組みたてることで、対象者の意思決定に役

立つ可能性や 3 ヶ月の治療目標を共有しや

すくなる可能性が示唆された。また、MDT

も目標を持ちやすくなり、MDT 内で意見が

割れた際にもそれぞれの意見が尊重されや

すくなった可能性も示唆された。 

 転院トライアル事例 2 事例の共通点につ

いては、転院元の Essen CES 評定において

『攻撃的患者の存在』が有意に低下してい

る点と CLZ 導入により病状の安定が得られ

ている点、複雑事例と MDT の治療関係が改

善している点、転院前後で Web 会議による

転院元・転院先施設間の情報共有を行って

いる点が挙げられる。Essen CES の結果は、

1 例の複雑事例のもつ病棟への影響度の大

きさを表しており、CLZ 導入については、

トライアル 1 事例目は疾病性評価により、2

事例目は副作用により CLZ 導入に至ってい

なかったが、高水準の CLZ 治療が可能な医

療機関（≒高規格ユニット）に転院できた

ために CLZ 導入・再々導入に至ったものと

考えられる。また、環境変化により複雑事

例と MDT の関係が改善したことと、Web 会

議による継続的な情報共有により、今後の

治療経過も見据えた上での、転院元・転院

先施設の治療上の役割が明確化したことも、

治療を促進する要因であったと考えられる。

複雑事例が、各指定入院医療機関であらゆ

る手が尽くされているにもかかわらず、複

雑事例化しているとの前提に立つと、今後

も該当施設でのアセスメントと介入のみで

は明らかな治療効果が得られにくいことも

想定され、特に対象者と MDT との治療同盟

が破綻している場合には、他の指定入院医

療機関への転院が有効な介入方法になり得

るものと考える。転院については、これま

で厚生労働省が示した地域社会における処

遇のガイドラインおよび指定入院医療機関

運営ガイドラインにおいて、『外出・外泊を

実施するために特に必要がある場合等』が

転院の条件として規定されているのみで、

複雑事例の治療を促進するための転院に関

しては法的根拠や制度上の担保も得られて

いない状況であった。しかし昨今示された

改正案においては『治療が極めて困難な入
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院対象者で転院により精神症状の改善が見

込まれる場合』も転院の条件として追記さ

れている状況もあるため、より積極的に実

施していく素地が整ってきたものと考える。 

 以上のように事例数は少ないながらも、

SDM with CF・転院共に有効性が示唆されて

おり、今村班の研究結果では、複雑事例を

担当する MDT に対するコンサルテーション

の有効性も示されている。また臨床現場レ

ベルでは、複雑事例と対立構造に陥った

MDT のメンバーが交代することによる治療

の進展の報告も得られている。これらの介

入方法に共通する要素としては、『診たて直

し』と『環境変化』が挙げられる。 

 

Ｅ．結論 

 全国の指定入院医療機関を対象に、複雑

事例の個別調査を実施し、調査結果から抽

出した複雑事例中核群に対する介入方法を

検討し、実践・評価を行なった。 

結果、重複障害に対する心理社会的治療

が複雑事例に介入する上での最重要課題で

あることが明らかとなり、コンサルテーシ

ョン、SDM with CF、転院、MDT の交代など

『診たて直し』と『環境変化』の要素を含

んだ介入方法が有効であることが示唆され

ている。今後は各介入の実践例の増加と使

い分け方法の検証、そして研究レベルでは

なく臨床レベルで介入を行うことができる

体制づくりが必要となる。また、複雑事例

中核群に対する介入方法は、精神科医療全

体、特に自傷・他害のリスクが低減せず長

期の措置入院となっている事例に応用が利

くものと考えられ、その応用方法について

引き続き検討していく必要がある。 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 

通院医療の実態を把握するための体制構築に関する研究 

 

研究分担者 大鶴 卓  国立病院機構琉球病院 

 

研究要旨： 

本研究は通院処遇の実態を安定的かつ継続的に把握・検証することで医療水準を向上させること

を目的とした通院データベースシステム構築に関する提言を行うことを目指し研究を進めた。平成

30 年度、令和元年度は大鶴分担班会議等で通院医療に携わる関係者から意見聴取を行ない通院処遇

の実態調査の研究計画を立案した。令和元年度、令和 2年度に通院処遇の実態調査研究を実施し

た。また令和 2 年度より処遇終了者の予後調査研究を並行して実施した。 

通院処遇の実態調査研究は、約半数の機関が通院処遇対象者の対応に困難さを感じていた。その

理由として病状の不安定さ、精神保健福祉法入院が多かったが、暴力行為、医療の不遵守、アルコ

ール・薬物問題、金銭管理、生活能力・ADL 低下などの回答も多かった。二次調査の結果も含める

と、対応が難しい例は、通院処遇が 3 年を超える群、問題行動を認める群、自殺・自殺企図群であ

ると考えられた。また、環境要因より個人に起因する要因の影響をより強く受けていると考えられ

た。今後は、対応が難しい例のより詳細な分析、対応方法について検討を進める必要がある。ま

た、回収率を上げるために、調査方法、調査内容、研究協力施設の再検討や絞り込みが必要と考え

る。 

処遇終了者の予後調査研究は沖縄県、島根県の 82 例を対象とし処遇終了後最長 5 年間追跡し、高

い回収率であった。処遇終了後は時間経過とともに通院頻度、訪問看護、デイケア、ケア会議は減

少していたが、就労支援サービス、一般就労の割合は維持していた。処遇終了後は、指定通院医療

機関がコーディネートを引き継いでいた。全ての問題行動を合わせると全期間で 78 件 29名、処遇

中 40 件 22名、処遇後 38 件 19 名であり、問題行動の発生については処遇終了前後で、有意な変化

はなかった。全期間において再他害行為、再入院例は認めなかった。処遇終了後の医療・ケアは医

療機関が軸となり、危機回避を目的とした入院、クライシスプランを活用した多職種・多機関連携

が処遇終了後も継ぎ目なく行われている一方で、リスクマネジメントから、金銭管理や物質使用な

どの生活支援や就労支援を主とした地域定着支援に支援が変化していた。処遇終了後に継続される

生活支援や就労支援が、直接的ではないがリスクを低減する可能性が考えられた。 

 

研究協力者（順不同、敬称略）  

久保彩子   国立病院機構琉球病院  

前上里泰史  同上  

諸見秀太   同上  

知花浩也   同上  

高尾  碧   島根県立こころの医療  



- 58 - 
 

センター  

野木  渡   浜寺病院  

櫻木章司   桜木病院  

小澤篤嗣   神奈川県立精神医療セン  

ター  

長谷川直実  大通公園メンタルクリニ  

ック  

 平林直次   国立精神・神経医療研究

センター病院  

 竹田康二   同上  

 河野稔明   国立精神・神経医療研究

センター精神保健研究所  

 

Ａ．研究目的  

医療観察法が施行され 15 年が経過し、医

療観察法医療の実態を安定的かつ定期的に

実態把握するために、平成 27 年度から医療

観察法重度精神疾患標準的治療法確立事業

（入院データベース事業）が始まり、全国

の指定入院医療機関のネットワークを通じ

て収集されたデータを分析し、入院処遇の

実態把握が可能となった。しかし、通院処

遇においては、入院処遇のようなデータベ

ース事業は行われておらず、研究班による

実態調査に頼っているため、通院処遇の実

態が継続的に把握できず、その効果を検証

できていない課題がある。本研究は通院処

遇の実態を把握し、その医療水準を向上さ

せ、通院データベースシステム構築に関す

る提言を行うことを目的としている。  

平成 30 年度は関係者からの意見聴取を

もとに、通院データベースシステム案の作

成、通院処遇対象者の予後調査研究に向け

た準備を行った。その結果、通院データベ

ースシステムの概略案（図 1）を示すこと

ができ、その運用にはシステム面、個人情

報保護法、通し番号管理、システム運用時

の管理（倫理面も含む）の 4 点が重要で、

特に個人情報保護法、通し番号管理の 2 点

の検討が重要であることが分かった。  

令和元年度は大鶴分担班会議等で通院医

療に携わる各種医療関係の団体や協会の関

係者から意見聴取を行ない通院処遇の実態

調査の研究計画を完成でき、令和元年度、

令和 2 年度に全国の指定通院医療機関に医

療状況及び通院対象者の実態を把握する調

査研究を行った。  

また、通院処遇（以下、処遇とする）が

終了したあとの、対象者の医療や支援の状

況についての調査は少ない。令和 2 年度は

対象者の医療観察法通院処遇が終了するこ

とにより指定通院医療機関や地域関係機関

が提供する医療およびケアの質・量の変化

とともに対象者に生じている課題を探る目

的で、処遇が終了した対象者の予後調査研

究も並行して行った。  

 

Ｂ．研究方法  

1．調査対象と期間  

令和元年度、令和 2 年度の通院処遇の実

態調査研究は 2 つの調査から成り立つ。 1

つ目の調査は指定通院医療機関の医療状況

調査（以下、一次調査）、2 つ目の調査は、

通院処遇対象者の予後調査（以下、二次調

査）である。  

一次調査は、4 月 1 日時点で通院指定を

受けている全国の指定通院医療機関を対象

とした。  

二次調査は、一次調査の回答を得た施設

の中で、7 月 16 日から翌年 7 月 15 日の期

間内に通院対象者がいる指定通院医療機関

を対象とした。なお、研究協力者から対象

者に直接文書を用いて趣旨を説明し、本人

から文書にて同意を得た（図 2）。  

 処遇終了者の予後調査研究は、 2005 年 7

月 15 日～2020 年 7 月 15 日まで、沖縄県お

よび島根県内の指定通院医療機関で医療観

察法による処遇を受け、かつ処遇を終了し
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たのち同じ医療機関で引き続き治療を受け

ている医療観察法処遇終了者（以下、処遇

終了者とする）を対象者とした。研究対象

者に対しては「人を対象とする医学系研究

に関する倫理指針」に基づき、情報公開と

オプトアウトを行った。  

 

2．データ収集方法  

通院処遇の実態調査研究の一次調査は、

医療観察法通院医療に関するアンケート

（表 1）を郵送で送付し、通院医療を担っ

ている担当者（主に精神保健福祉士）に記

入を依頼し、郵送にて回収した。  

二次調査は、通院医療予後シート（表 2）

を郵送で送付し、対象者の担当チームスタ

ッフに記入を依頼した。なお、共通評価項

目の評定は、毎月作成している通院医療評

価シートの直近の評定を転記することとし

た。対象者が特定されないように各指定通

院医療機関の研究協力者は、対象者の氏名

を削除し、匿名化したうえで記入した予後

調査シートをレターパックによって回収し

た。  

処遇終了者の予後調査研究は、通院処遇

を行っている指定通院医療機関（沖縄県内

15 施設、島根県内 8 施設）の医療者に対し

郵送にて医療観察法通院処遇時から処遇終

了後の医療及びケア体制に関するアンケー

ト（表 3）を送付し、通院処遇担当者に同意

を得て記入を依頼し、郵送にて回収した。  

 

3．解析方法  

 収集されたデータを SPSS○R を用いて統計

解析を行った  

 

4．倫理的配慮  

本研究は、琉球病院臨床研究倫理審査委

員会の承認を受けて実施した。通院処遇の

予後調査研究は、日本精神科病院協会倫理

会議審査の承認も得て実施した。  

  

Ｃ．研究結果  

1．一次調査  

 令和元年度の通院処遇の実態研究の一次

調査は 637 の指定通院医療機関に調査を行

い 459 機関から回収（回収率 72％）でき、

結果概要は表 4 に示す。対象者を受け入れ

経験は 392 機関（85％）あり、そのうち 9

割の機関は直近 1 年以内に対象者を 1 名～

3 名受入れていることがわかった。また、

通院処遇対象者の受け入れは業務負担にな

っていると 76%の機関が回答し、受け入れ

前の事前準備、毎月の書類提出、ケア会議

参加、連絡・調整の負担が大きいと回答が

あった。対応が難しいケースがいると 229

機関（58%）が回答し、その内容は医療不遵

守、病状不安定、頻回・長期入院が多かっ

たが、重大な他害行為も含めた各種暴力、

性的逸脱行動、犯罪行為、物質乱用、自傷・

自殺企図、家族問題、金銭管理、生活能力

低下なども多く、多岐に渡っていた。  

半数以上の指定通院医療機関が対応が難

しい通院処遇対象者の治療を行っている現

状が把握できたため、令和 2 年度は対応が

難しい対象者に焦点を当てた調査を行った。 

令和 2 年度は 664 の指定通院医療機関に

一次調査アンケートを送付し回収できたの

は 427 機関（64％）であった。調査期間に

対象者を受け入れた機関は 258 であり、そ

の中で対応が難しい対象者がいると感じて

いる機関は 120（47％）であった。対応が難

しい対象者の内容（図 3）は病状が安定し

ない 52 名、その他 36 名、精神保健福祉法

入院を繰り返すもしくは長期入院 34 名が

多かったが、暴力行為、医療の不遵守、ア

ルコール・薬物問題、家族の非協力的、金

銭管理、生活能力・ ADL 低下の項目もそれ

ぞれ 10～20 名前後回答しており、対応が難
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しい対象の内容は多岐に渡っていた。  

 

2．二次調査  

 令和 2 年度の一次調査で通院処遇対象者

がいると回答した 258 医療機関に調査票を

送付し、二次調査票の回収数は 143 であっ

た。通院処遇対象者 143 例の処遇経過を図

4 で示す。  

基本属性について、性別は男性 113 名、

女性 30名、平均年齢は 49.1歳（±12.6s.d、

中央値 49 歳、範囲 26～78 歳）、医療観察法

処遇形態は、移行通院（入院処遇から通院

処遇へ移行）124 例、直接通院（入院処遇を

経ず通院処遇を開始）19 例であった。対象

行為は、傷害、放火、殺人・殺人未遂の 3 罪

種で 9 割を占めた。診断名は F2 が 77％を

占めていた。令和 2 年 7 月 15 日で通院処

遇継続中の対象者は 99 例（69％）、通院処

遇終了は 44 例（31％）であった。死亡例を

除くと、通院処遇終了時に全例が精神保健

福祉法上で医療を受けていた。  

通院処遇が 3 年を超えて継続している対

象者は 8 例、問題行動を認めた対象者は 13

例、自殺・自殺企図を認めた事例は 5 例集

積でき、この群は副診断、問題行動、精神

保健福祉法入院、自殺・自殺企図の割合が

高かった。そのため、この群と他の群の共

通評価項目の解析を行った。  

 共通評価項目は、直接通院群 18 例、問題

行動等群 26 例（ 3 年を超えて通院処遇 8 例、

問題行動 13 例、自殺･自殺企図 5 例）、その

他（いずれにも属さない群）98 例の 3 群に

分け、各群の共通評価項目点数についてカ

イ二乗検定を行った（表 5、表 6）。問題行

動等の群は、各カテゴリーで 2 点評価が多

く、0 点評価が少ない傾向を認め、その他

群は 2 点評価が少なく、 0 点評価が多い傾

向を認めた。  

 

3．処遇終了者の予後調査研究  

1）社会学的特性、精神科診断（表 7）  

研究対象となった対象者は、合計 82 名

（男性 67 名、女性 15 名）であった。処遇

終了時の年代別は、男女とも 40 歳代をピー

クとしていた。対象行為では、殺人・殺人

未遂 18 名（22.0％）、傷害 37 名（45.1％）、

放火 20 名（24.4％）、強制わいせつ 5 名

（6.1％）、強盗 2 名（ 2.4％）、強制性交等

0 名であった。  

処 遇 開 始 状 況 は 、 直 接 通 院 が 13 名

（15.9%）、移行通院が 69 名（84.1%）であ

った。処遇終了の形態は満期終了が 47 名

（62.7％）、早期終了が 27 名（36.0%）、延

長終了が 1 名（1.3%）であった。  

精神科主診断は、 F2 が 74 名と最も多く

を占め、主診断が F2 の対象者のうち、副診

断として F7 合併が 13 名、F1 合併が 5 名、

F8 合併が 1 名であった。  

 

2）処遇終了後の支援・生活状況（表 8）  

 通院頻度は、処遇開始時は月 2 回以上～

4 回未満が 41.5％、月 4 回以上が 37.8％と

多かったが、処遇終了 5 年後には、月 1 回

以上～ 2 回未満が最も多く 50%を占め、処遇

終了後に有意に減少していた。各期間に精

神保健福祉法の入院があった対象者は、処

遇開始時で 31.7％と最も多く、その後は

徐 々 に 減 っ た が 、 処 遇 終 了 5 年 後 に は

31.3％と増加していた。通院処遇開始時に

調整入院が行われた対象者は 82 名中 9 名

であった。  

訪問型支援では、各期間で訪問看護の利

用が最も多く、処遇終了後減少していたが、

最も少なかった処遇終了 3 年後でも 53.2％

を占めていた。一方で、行政職員の訪問に

ついては、処遇開始時の 54.7％から処遇終

了 5 年後に 3.1％と大きく減少した。  

通所型支援では、デイケアの利用が全期
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間で最も多くを占めたが、処遇終了 5 年後

には 31.3％まで減少した。一方で、就労支

援サービスの利用は、処遇終了後に緩やか

に 増 え 、 処 遇 終 了 3 年 後 に は 最 も 多 い

38.3％を占めた。一般就労に従事した対象

者は、処遇終了後に減少することはなく、

処遇終了 5 年後は 18.8％と一定の割合を維

持した。  

ケア会議（又はそれに準ずる会議）を開

催している対象者は、処遇開始中は 90％以

上が開催を維持していたが、処遇終了 1 年

後に 38.5％と大きく減少しており、開催頻

度は処遇終了後に有意に減少した。  

モニタリングシートの活用は処遇終了後

に有意に減少したが、クライシスプランの

活用は有意な変化はなかった。  

処遇終了時に社会復帰調整官のコーディ

ネーターとしての役割を引き継いだ機関は

指定通院医療機関が最も多く 41.3％であ

った。  

 

3）問題行動および転帰（表 9）  

全期間で重大な他害行為の発生はなかっ

た。その他の問題行動含めすべての問題行

動を合わせると全期間で 78 件 29 名、処遇

中 40 件 22 名、処遇後 38 件 19 名であった。

医療不遵守やその他の問題行動の発生につ

いては処遇終了前後で、有意な変化はなか

った。  

問題行動に影響を与えている因子を探る

ために、「問題行動回数」を従属変数、「性

別」「対象行為」「薬物療法の種類、内服・

抗精神病薬持効性注射剤（以下、 LAI）・ク

ロザピン（以下、CLZ）」「精神保健福祉法に

よる入院回数」「ケア会議（準ずるもの含む）

実施回数」「訪問看護回数」「通所・就労回

数」を独立変数とし、回帰分析を行った。

その結果、「薬物治療の種類（内服・ LAI・

CLZ）」および「精神保健福祉法による入院

回数」が有意に影響することがわかった。  

転帰について、処遇終了時に指定通院医

療機関で精神保健福祉法の通院医療を継続

する対象者が 80%を占めた。また処遇終了

時に精神保健福祉法の入院をしていたもの

は 9 名であった。  

全期間で、事故による死亡が 2 名、病死

による死亡が 2 名、自殺による死亡は 3 名

であった。全期間で医療観察法再入院とな

ったものはいなかった。  

リスクに影響する因子として、アルコー

ルおよび薬物の問題使用、金銭管理の問題

や支援について調査した。全期間で薬物の

問題使用はなかった。アルコールの有害な

使用および依存状態は、全期間で 6 件 4 名

に認め、その 4 名中 F1 と診断されていた

のは 1 名であった。金銭管理の支援は、処

遇終了後に減少する傾向は目立たず一定の

割合を維持した。  

 

Ｄ．考察  

1．一次調査  

 平成 29 年に実施した同様の実態調査と

比較すると、指定通院医療機関数は 563 か

ら 664 に増えており、毎年 25 機関程度が

増えていることがわかる。  

 令和元年度の一次調査で通院処遇対象者

の受け入れが業務負担になっていると 76%

の機関が回答した。また、対応が難しいケ

ースがいると 229 機関（58%）が回答し、そ

の内容は医療不遵守、病状不安定、頻回・

長期入院が多かったが、重大な他害行為も

含めた各種暴力、性的逸脱行動、犯罪行為、

物質乱用、自傷・自殺企図、家族問題、金

銭管理、生活能力低下なども多く、多岐に

渡っていた。  

令和 2 年度は、通院処遇で対応が難しい

対象者を明らかにすることを目指した。令

和 2 年度の一次調査で対応が難しい通院処
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遇対象者がいると 120 機関（47％）が回答

した。その結果を分析すると通院処遇で対

応が難しい例は、病状が安定せず、精神保

健福祉法入院をくり返すことに加え、生活

面、家族関係、医療不遵守、各種暴力、ア

ルコール・薬物問題、自傷・自殺企図など

様々な問題行動を認めていることがわかっ

た。  

通院処遇の効果を高めるには、病状の改

善と安定が最も重要だが、それに加え生活

に関する様々な支援を提供する必要がある

と考える。  

 

2．二次調査  

 令和 2 年度に二次調査で回収できた調査

票は 143 例であった。通院処遇対象者は毎

年約 650 名で推移しており、今回二次調査

で収集できたサンプルは、通院処遇対象者

の 22％程度と考えられる。  

 通院処遇が 3 年を超えた 8 例、問題行動

を認めた 13 例、自殺・自殺企図を認めた 5

例は通院処遇で対応が難しい対象者は病状

が安定せず入院をくり返し、生活上の様々

な問題行動を認める群と考えられた。  

 それらを問題行動等群とし、直接通院群、

その他（いずれにも属さない）群の 3 群に

分け、各群の共通評価項目点数についてカ

イ二乗検定を行い解析した。問題行動等群

は、疾病治療、セルフコントロール、治療

影響要因、退院地環境要因の 4 カテゴリー

において、1 点と 2 点が多く、0 点が少ない

傾向を認めた。その他の群は 4 カテゴリー

で 0 点が多く、2 点が少ない傾向を認めた。

直接通院群は有意な傾向は認めなかった。

このことより、問題行動群は病状の不安定

さだけでなく、アドヒアランス、生活能力、

衝動性、ストレス、物質乱用、反社会性、

性的逸脱行動、治療の継続性などの治療や

生活の維持が困難となる様々な問題が背景

にあると考えられた。また、個人的支援、

コミュニティ要因、現実的計画は有意な傾

向は認めなかった。これらは環境要因に強

く影響される評価項目であることから考え

ると、問題行動群は環境要因より、個人に

起因する要因により強く影響を受けている

と考えられた。  

 

3．処遇終了者の予後調査研究  

1）転帰および問題行動  

 全期間において重大な他害行為の発生お

よび再入院はなかった。指定入院医療機関

退院後の通院処遇中の予後調査では、重大

な再他害行為の累積発生率が 3 年で 1.8％

と低い数値であると報告されているが、処

遇終了後 5 年間の本調査でも、重大な再他

害行為の発生は低く抑えられていると考え

られた。問題行動のあった対象者について

はその他の問題行動を除いた 20 名につい

て、表 10 にそれぞれの経過を示した。  

自殺既遂・未遂があった 5 名（2、3、7、

14、16）は、それぞれ服薬不遵守や自傷、

アルコールの有害使用などの問題行動が先

立っており、病状の変化が影響していると

考えられた。また自殺既遂 3 名のうち 2 名

は直接通院者であった。過去の研究と同様

に、本調査でも直接通院者と自殺の関連が

示唆された。  

通院および服薬不遵守などの医療不遵守

について、処遇中早期より認めた群（ 2、3、

5、6）は自殺既遂に至る、入院が長期化す

るなど転帰が悪い群であった。   

要介護認定や飲酒など一定の要因が関連

している対象者（ 10、 11、19、20）は処遇

終了後も引き続き、課題解決に取り組まれ

た結果、処遇終了後に良好な経過をたどる

ものも少なくなかった。医療不遵守が処遇

終了に関連して認められた群や処遇終了一

定期間経過後に生じた群（ 7、8、9、12、13）
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では、支援の変化が影響していると考えら

れた。  

性的逸脱行動を認めた 3 名（1、3、6）の

うち、1 名のみ対象行為が強制わいせつで

あった。3 名中 1 名は処遇中に自殺既遂、

他 2 名は処遇中から処遇終了後長期にわた

り入院が継続していたことから、性的逸脱

行動の問題解決は困難であり、その後の転

帰に大きく影響を与える要因であると考え

られた。  

処遇終了時の転帰が「精神保健福祉法の

入院」であった 9 名は、その入院が短期間

であった 1 例ないし死亡した 2 名を除いた

6 名すべて（1、5、6、7、15、16）が処遇終

了後も長期入院および頻回入院が続くなど

転帰が悪い群であった。一方で、そのうち

2 名は（15、16）は処遇終了後の支援により

地域生活に移行することができており、困

難な事例に対する支援の好実践例と思われ

た。  

問題飲酒を認めた 4 名中 3 名は（14、19、

20）自傷や医療不遵守に発展したが、それ

ぞれ精神保健福祉法の入院を経て問題が解

決されていた。特に 20 は処遇中から処遇終

了後数年にわたり問題が持続したが、一般

就労を機に医療不遵守や問題飲酒が解決さ

れ、就労支援が社会参加の拡大のみならず、

リスク回避につながった好実践例と思われ

た。  

 問題行動が入院回数と密接に関連してい

ることから、処遇中と同様、問題行動に対

して入院による危機回避が処遇終了後も行

われていると考えられた。同一の対象者が

問題行動を繰り返す、もしくは同時期に複

数の問題行動を認める傾向があり、処遇終

了後も頻回入院、もしくは長期入院を認め

る対象者や、CLZ や LAI が導入されている

対象者では、医療機関の多職種による丁寧

な個別的アセスメントを継続するなど、処

遇終了後も手厚い支援の継続が必要である

と考えられた。  

 

2）処遇終了後の支援・生活状況  

処遇終了後は、通院の頻度や訪問看護、

デイケアの利用、ケア会議の開催やモニタ

リングシートの活用は減少していたが、ク

ライシスプランの利用や金銭管理の支援、

就労支援サービスの利用、一般就労への従

事は減少することはなかった。ケア会議（そ

れに準ずる会議含む）の開催や通所・就労、

訪問看護などの支援は互いに相関があり、

多職種・多機関の連携や訪問看護により就

労や通所などの社会参加を促進させると考

えられたが、それらの支援は問題行動との

直接の関連はなかった。  

社会復帰調整官のコーディネーターとし

ての役割を処遇終了後に主に引き継いでい

るのは指定通院医療機関であることから、

処遇終了後の医療・ケアの状況は医療機関

が軸となり、危機回避を目的とした入院、

クライシスプランを活用した多職種・多機

関連携が処遇終了後も継ぎ目なく行われて

いる一方で、リスクマネジメントから、金

銭管理や物質使用などの生活支援や就労支

援を主とした地域定着支援に支援が変化し

ていると考えられた。ただ、実際に処遇終

了後の重大な事象の発生は低く、処遇終了

後に継続される金銭管理・物質使用などの

生活支援や就労支援が、直接的ではないが

リスクを低減する可能性が考えられた。  

 

4．対象調査数及び回収数  

1）通院処遇の実態調査研究  

法務省犯罪白書より、過去 5 年間の精神

保健観察は、毎年 650 件程度で推移してい

る。これらを参考にすると令和 2 年度の二

次調査で収集できたサンプルは、通院処遇

対象者の 22％程度と考えられる。回収率は
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一次調査では 64％であったが、二次調査で

は 22％程度に低下した。どちらも紙媒体で

のアンケート調査であったが、回収率に大

きな差が生じた要因として、調査方法、調

査項目数の違い、被験者へのインフォーム

ドコンセント（以下、 IC）の要否、各指定

通院医療機関での倫理審査の有無などが考

えられる。また、一次調査において、258 機

関中 120 機関（47%）は対応が難しいケース

があると回答したが、二次調査では問題行

動等の群は 18%しか認めなかった。このこ

とから二次調査では、対応が難しい例の同

意取得ができずないため除外されており、

サンプルに偏りがある可能性がある。  

今後は二次調査の回収率の上昇が課題と

なる。そのために、研究協力者と被験者双

方に負担にならない IC の工夫、倫理審査の

軽減、研究協力者のアンケート回答の負担

軽減が必要であり、また本分担研究班の調

査対象範囲や内容を絞り込むなどの検討も

必要と考える。  

 

2）処遇終了者の予後調査研究  

今回の調査では沖縄県から 67 名、島根県

から 15 名の調査回答が得られた。法務省保

護統計発表によれば、令和元年末時点で、

通院処遇をすでに終了した対象者は、沖縄

県で 69 名、島根県では 15 名であり、本調

査は処遇終了者のうち沖縄県で 97.1％、島

根県で 100%を調査していると推定され、高

い回収率であった。  

 

Ｅ．結論  

 令和元年度、令和 2 年の通院処遇の実態

調査研究の一次調査で約半数の指定通院医

療機関は対応が難しいケースがいると回答

しており、その割合は高かった。二次調査

の結果も含めると、対応が難しい例は、通

院処遇が 3 年を超える群、問題行動を認め

る群、自殺・自殺企図群であると考えられ

た。また、対応が難しい群は環境要因より

個人に起因する要因の影響をより強く受け

ていると考えられた。今後は、対応が難し

い群の詳細な分析、対応方法について検討

を進める必要がある。また、回収率を上げ

るために、調査方法、調査内容、研究協力

施設の再検討や絞り込みが必要と考える。  

 処遇終了者の予後調査研究は、沖縄県、

島根県の 82 例を対象とし処遇終了後最長 5

年間追跡し、高い回収率であった。処遇終

了後は時間経過とともに通院頻度、訪問看

護、デイケア、ケア会議は減少していたが、

就労支援サービス、一般就労の割合は増加

していた。処遇終了後は、指定通院医療機

関の精神保健福祉士が主となりコーディネ

ートを引き継いでいた。全ての問題行動を

合わせると全期間で 78 件 29 名、処遇中 40

件 22 名、処遇後 38 件 19 名であり、問題行

動の発生については処遇終了前後で、有意

な変化はなかった。再他害行為、再入院例

は認めなかった。処遇終了後の医療・ケア

は医療機関が軸となり、危機回避を目的と

した入院、クライシスプランを活用した多

職種・多機関連携が処遇終了後も継ぎ目な

く行われている一方で、リスクマネジメン

トから、金銭管理や物質使用などの生活支

援や就労支援を主とした地域定着支援に支

援が変化していると考えられた。処遇終了

後に継続される生活支援や就労支援が、直

接的ではないがリスクを低減する可能性が

考えられた。  

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし  

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表   

なし  
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2．学会発表  

1) 大鶴卓, 久保彩子, 前上里泰史: 全国

の指定通院医療機関における通院処遇

の診療実態調査 . 第 14 回日本司法精

神医学会大会, 山口, 2018.6.2 

2) 久保彩子, 前上里泰史, 吉田和史, 大

鶴卓 , 野村照幸 , 高野真弘 , 高平大

悟: 指定通院医療のさらなる発展を目

指した指定通院医療従事者研修の在り

方についての検討と考察. 第 14 回日

本 司 法 精 神 医 学 会 大 会 , 山 口 , 

2018.6.2 

3) 木田直也, 大鶴卓, 村上優, 新里穂鷹, 

久保彩子, 高江洲慶 , 福治康秀: クロ

ザピン治療中にけいれん発作が出現し

た治療抵抗性統合失調症 23 例の報告. 

第 114 回日本精神神経学会学術総会 , 

神戸, 2018.6.21 

4) 久保彩子, 前上里泰史, 吉田和史, 大

鶴卓 , 野村照幸 , 高野真弘 , 高平大

悟: 指定通院医療のさらなる発展を目

指した指定通院医療従事者研修の在り

方についての検討と考察 . 第 15 回日

本 司 法 精 神 医 学 会 大 会 , 花 巻 , 

2019.6.6 

5) 前上里泰史 , 大鶴卓 , 久保彩子 ,高尾

碧, 知花浩也: 指定通院医療の実態を

把握するための体制構築に関する研究 . 

第 16 回日本司法精神医学会大会 , Web

開催, 会期 2020.11.12-11.13 

6) 久保彩子, 木田直也 , 三原一雄, 高江

洲慶, 大鶴卓, 近藤毅 : 医療観察法

医療における Clozapine 治療－治療反

応予測と重複障害に対する治療反応に

ついて－ . 第 16 回日本司法精神医学

会大会, Web 開催, 会期 2020.11.12-

11.13 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし  

 

2. 実用新案登録  

なし  

 

3. その他  

なし  
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 

医療観察法鑑定書作成および処遇判断に関する研究 

 

研究分担者 岡田 幸之 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科精神行動医科学分野 

 

研究要旨： 

本研究は、医療観察法制度において行われる精神鑑定、およびそれによって作成されて審判の判断材

料として用いられる鑑定書について、合理的な審判に資するうえでの問題点と解決方策を整理し、そこ

で明らかになった方策を実現する具体的な鑑定の実施方法ならびに鑑定書の形式等を提案することを

目的としている。 

医療観察法のとくに結論に焦点をあてた 3 要件（または 3 要素）と過去、現在、将来の 3 時点の組み

合わせからなる 3×3 マトリックス形式と、とくに鑑定書で考慮すべき要素に焦点をあてた医療観察法

37条 2 項に基づく 8 因子と過去、現在、将来の 3 時点の組み合わせからなる 8×3 マトリックス形式に

よる整理の結合を行った。鑑定において、理論的にはこれらを埋めることが求められることになるが実

際にはそれは煩雑な作業となる。そこでより単純に核となる質問に回答する形に集約コア・クエスチョ

ン形式の書式も作成した。これらの整理を具体的なモデル事例 8 例について行い、模擬鑑定書を作成し、

その検討を行った。その結果、なお重複する内容があることと法的判断には必ずしも必要とは言えない

内容などがあることが確認され、「機序」と「診立て」に注目した形式を提案するに至った。今後はこ

れを基礎として、さらなる集約と目的に特化した、なおかつ利便性を向上させるために洗練を重ねる必

要があると考えられる。 

 

研究協力者  

茨木丈博  神奈川県立精神医療センタ  

ー  

 

Ａ．研究目的  

本研究の大目的は「心神喪失等の状態で

重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律（以下、医療観察法）」にお

いて行われる鑑定とそれによって作成され

る鑑定書について、あらためて本制度にお

ける適切な処遇を判断するにあたって有用

なかたちとはどのようなものであるかを明

確にすること、そしてそれにそった具体的

な方法を提案することにある。  

 

Ｂ．研究方法  

平成 30 年度までに、医療観察法の処遇判

断にあたっては、主にその審判の結論に焦

点を当てた「医療観察法の 3 要件（または

3 要素）」とされる「疾病性」「治療反応性」

「社会復帰要因」と過去、現在、未来から

なる時間軸の 3×3 マトリックス形式、およ

び鑑定書で考慮すべき要素に焦点を当てた

医療観察法 37 条 2 項に基づく 8 因子（a.
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精神障害の類型、 b.過去の病歴、 c.現在及

び対象行為を行った当時の病状、 d.治療状

況、e.病状及び治療状況から予測される将

来の症状、 f.対象行為の内容、 g.過去の他

害行為の有無及び内容、 h.当該対象者の性

格）と過去、現在、未来からなる時間軸の

8×3 マトリックス形式の 2 つの形式を組み

合わせて検討することが合理的であること

などを確認した。  

前者の 3×3 マトリックス形式は「疾病性」

「治療反応性」「社会復帰要因」のそれぞれ

にア段、イ段、ウ段をあて、さらに「過去」

「現在」「将来」についてア行、カ行、サ行

をあてた記号、すなわちアイウ／カキク／

サシスであらわすと次のようになる。  

 

      過  去   現  在   将  来  

疾病性     ア     カ     サ  

治療反応性   イ     キ     シ  

社会復帰要因  ウ     ク     ス  

 

そしてアイウ／カキク／サシスのうち、

項目別に、ア段（ア、カ、サ）を纏めると

疾病性の、イ段（イ、キ、シ）を纏めると

治療反応性の、ウ段（ウ、ク、ス）を纏め

ると社会復帰要因の、それぞれ具体的な考

察となる。  

また後者の 8×3 マトリックス形式につ

いても同様の整理をすると下記のようにな

り、網羅的には 11 の内容を記すことになる。 

 

         過去  現在  将来  

精神障害の類型      i     ii    - 

過去の病歴            iii    -    - 

現在の病状            -     iv    - 

治療状況             v     vi    - 

未来の症状            -     -    vii 

対象行為の内容       -     viii  - 

過去の他害行為       ix    -     - 

対象者の性格         x     xi    - 

 

しかし、3×3 マトリックス形式（ 3 要件

の結論）や 8×3 マトリックス形式（鑑定書

で考慮すべき要素）はそれぞれ網羅的であ

る一方で、それらの“表の穴埋め”では、

作成者（鑑定医）も「何を聞かれているの

か」という意図が見えにくく書くべきポイ

ントが分かりにくいし、読者（とくに、裁

判官と精神保健審判員と精神保健参与員）

もそこからの「意見」を読み取りにくいと

いう反省から、より直接的な質問形式を提

案することにした。  

これにそって、令和元年度は、さらにこ

の 3×3 マトリックス形式と 8×3 マトリッ

クス形式の整理の視点をもとに、具体的な

手引きとそれに基づく鑑定書書式の作成を

することをめざして、さらに項目を集約し

たコア・クエスチョン Core Questions（以

下、CQ）形式を提案した。  

 

（カ）に関する CQ：今回の行為はなぜ起こ

ったのでしょうか？  

【CQ1】今回の行為に関係した精神症状は

何ですか？  

【CQ2】今回の行為に関係した精神症状以

外の要因は何ですか？  

【CQ3】それら（今回の行為、精神症状、

精神症状以外の要因）はどのような関係に

ありますか？  

 

（ア、イ、ウ）に関する CQ：過去と比べて

今回は違うのでしょうか？   

【CQ4】過去に問題行動などがあった場合、

それはその当時のどのような精神障害や

どのような精神障害以外との関係でどの

ように説明されますか？  

【CQ5】それ（ら）は CQ3 の説明と比較し

てどうでしょうか？今回とは何か違いが
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あるのでしょうか？  

【CQ6】過去に問題行動などがなかった場

合、それはなぜでしょうか？今回とは何

が違うのでしょうか？  

 

（シ）に関する CQ：これからどうなりそう

でしょうか？  

【CQ7】CQ1 の精神症状は、今後どのよう

になると予想されますか？とくに、どの

ような治療をすることで、精神症状はど

のようになると予想されますか？  

【CQ8】CQ2 の精神症状以外の要因は、今

後どのようになると予想されますか？と

くに、どのような介入をすることで、精

神症状以外の要因はどのようになると予

想されますか？  

【CQ9】それら（CQ1 の精神症状、CQ2 の

精神症状以外の要因）の変化については、

どれくらいの時間の感覚で観察していけ

ばよさそうですか？  

 

補足 CQ 以上の質問について、細かく説明

をしたほうがよさそうなところがありまし

たか？  

【補足 CQ】CQ1～9 の回答にあたって、

説明を追加したくなったものがありま

すか？  

 

令和 2 年度には具体的な 8 つのモデル事

例について、これらの整理にそった鑑定書

例を作成した。その作成例をもとにさらに

修正すべき点を確認することにした。  

 

Ｃ．研究結果  

これまでに作成してきた 3×3 マトリッ

クス形式、8×3 マトリックス形式、および

コア・クエスチョン形式にそれぞれ 8 つの

モデル事例をあてはめて作成した。その作

成例を検討したところ、以下の点が問題と

なった。  

 

(1) 理論上、各項目は独立しているが、実

際に作成してみると繰り返し部分が

多い  

(2) 理論上は意味のある項目も、結局は法

律判断に関係しない（と考えられる）

部分が多い  

 

このことから、さらに改善点として以下

をまとめた。  

 

(1) 精神障害（と精神障害以外）の要因と

対象行為との関係―「機序」に絞り込

む  

(2) 精神障害（と精神障害以外）の要因へ

の治療・介入方法の期待と限界―  「診

立て」に絞り込む  

 

 このことによるメリットとして以下の点

をまとめた。  

 

(1) メリット 1 2 つの項目だての意味

が理解しやすい  

(2) メリット 2 申立て以前に行われる

責任能力鑑定での「機序」中心の内

容との一貫性ができる  

(3) メリット 3 医療観察法での処遇開

始後のいろいろな場面での「ケース

フォーミュレーション」との一貫性

も得られる  

(4) メリット 4 「機序」は対象行為を

中心にした「疾病性」と「社会復帰

要因」、そして「診立て」は今後を想

定した「治療反応性」と「社会復帰

要因」の整理にあたるものであり、

ここから 3 要件に関する鑑定の結論

意見も導きやすい  

(5) メリット 5 責任能力鑑定と医療観
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察法鑑定の一体化による手続きの簡

素化、迅速化（たとえば鑑定入院の

省略／短縮）の可能性も提案できる  

 

 今後は、さらに「機序」と「診立て」の

具体的な書き方、（整理とまとめかた）を確

立する必要があると考えられる。  

 

Ｄ．考察  

本研究を通じて「手引き」およびその手

引きにそった鑑定書を作成するための書式

の作成をすすめている。  

今後は鑑定において集めた情報のまとめ

かた、「機序」の整理のしかた、記述のしか

た、「診立て」における治療反応性と社会復

帰要因への意見のまとめかたについて、実

用的な手順と作成例を丁寧に示す必要があ

ると考えられる。  

鑑定書というのはいうまでもなく法律判

断に資するものであるから、法曹、とりわ

け最終的な判断をする立場にある裁判官に、

手引きと書式に関する意見を求めることも

必須といえるであろう。  

また最終的に完成したものが実際の医療

観察法審判の鑑定で適正に利用されるよう

にするためには、どのようなかたちで公開、

提供するのがよいかという点についても、

今後、検討を行っていく必要がある。  

 

Ｅ．結論  

本研究を通じて作成する「手引き」は現

在のところ未完成である。今後さらに検討

を重ねたものについて、最高裁判所をはじ

めとする関係専門機関、専門家らの協力を

仰ぎながら、完成を目指す計画である。  

また、精神科医である医療観察法の鑑定

医が医学的視点でまとめる「疾病性」「治療

反応性」「社会復帰要因」の 3 要件とそれを

もとに裁判所が法律判断として示す「疾病

性」「治療反応性」「社会復帰要因」の 3 要

件との関係については、あらためて別の研

究課題として取り扱う計画である。  

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし  

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表   

 なし  

 

2．学会発表  

 なし  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし  

 

2. 実用新案登録  

なし  

 

3. その他  

なし  

 

I．謝辞  

本研究において作成例の題材として研究

成果のモデル事例をご提供いただきました

小諸高原病院院長村杉謙次先生とその分担

研究班の皆様に御礼申し上げます。また最

高裁判所のご協力に深謝致します。  

 

参考文献  

 なし  
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 

司法精神医療の国際比較に関する研究 

 

研究分担者 五十嵐禎人  千葉大学社会精神保健教育研究センター 

 

研究要旨： 

司法精神医療に関して、法制度からアウトカムまでを含む共通調査項目を策定し、イギ

リス、オランダ、韓国、ドイツの司法精神医療について、文献調査ならびに必要に応じて

研究者・実務担当者への聞き取り調査を行った。 

イギリスにおける DSPDプログラムは、刑事司法と精神科医療の重複領域に存在する対

応困難事例に対して施設の高規格化によって対応しようとした試みであり、その経緯は、

専門性の高い処遇施設（いわゆる「箱もの」）を整備することの限界を示している。ま

た、オランダの TBS 処分におけるピーター・バーン・セントラムの機能や法改正が行われ

たドイツの精神病院収容処分の長期収容者の収容要件確認手続きにおける鑑定人の限定

は、複雑事例や長期収容者の評価にあたり治療者から独立した第三者的立場の専門家によ

る評価・鑑定の重要性を示している。こうした諸外国における取り組みは、わが国の司法

精神医療における長期在院者などの複雑事例への対応を考えるうえでも貴重な示唆を与え

るものと考えられた。 

 

研究協力者（敬称略） 

藤井千代  国立精神・神経医療研究セ

ンター精神保健研究所 

菊池安希子 同上 

小池純子  同上 

平野美紀  香川大学法学部 

趙 晟容  韓日法律問題研究所 

山中友理  関西大学政策創造学部 

椎名明大  千葉大学社会精神保健教

育研究センター 

 

Ａ．研究目的 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」が施行され、令和2

年7月15日で15年が経過した。医療観察法に

よる医療については、円滑に医療観察法に

よる処遇を終了する事例が多いこと、地域

処遇中の対象者による再他害行為が少ない

ことなどの事実から、対象者の円滑な社会

復帰の促進という医療観察法の目的が、少

なくとも地域処遇に移行した対象者につい

ては達成されているといえる。その一方で、

入院期間の長期化傾向や医療観察法による

医療で得られた知見の一般精神科医療への

還元などの課題が指摘されている。 

こうした医療観察法による医療の課題や

今後の在り方を検討するうえでは、すでに

司法精神医療の実践について、長い実績を

有する諸外国における司法精神医療の実態

を把握し、わが国の司法精神医療の現状と

の比較を行うことが有効である。 

本研究は、海外の司法精神医療の実態に

ついて、従来から行われてきた制度
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（structure, process）の比較だけでなく、

入院・通院期間、転帰・予後、社会復帰の状

況などのoutcomeや病棟機能分化に関する

情報を収集し、他の分担研究班によって収

集される医療観察法による医療の実態に関

する資料とあわせ、制度改善のための基礎

資料となる司法精神医療に関する比較表を

作成することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

一般精神科医療に関して、当分担班と同

様に国際比較に関する課題を担っている厚

生労働科学研究班（藤井班）とも協議を行

ったうえで、共通調査項目を作成した。 

イギリス、オランダ、大韓民国（韓国）、

ドイツの4カ国について、それぞれの国の精

神医療・司法精神医療に造詣の深い研究者

に依頼して、共通調査項目に基づいて、文

献調査ならびに必要に応じて研究者・実務

担当者への聞き取り調査を行ない、情報を

収集した。 

（倫理面への配慮） 

本研究は、個人情報を取り扱う研究では

ないため、特別の倫理的配慮は要しない。 

 

Ｃ．研究結果 

1）イギリス 

イギリス（より正確にはイングランド）

では、責任能力の判断基準は弁識能力の有

無のみを問うマクノートン・ルールが使用

されており、限定責任能力については殺人

罪などに適用が限られている。司法精神医

療へのダイバージョンについては、精神保

健法に規定されており、刑事司法手続きの

段階に応じて、種々の規定がある。医療観

察法に類似しているのは、精神保健法

（Mental Health Act）37 条に規定される

病院命令（hospital order）であり、公共

への危険の高い事例には、41 条に規定され

る拘束命令（restriction order）が付され

る。いずれも、精神科医の治療の必要性に

関する意見をもとに裁判所が決定する。 

司法精神医療の病棟については、Maximum 

Security、Medium Security、Low Security

の 3 段階に分かれている。また、地域の

Clinic で通院医療を担っている。 

なお、重度のパーソナリティ障害をもち、

他害リスクが高い人々を犯罪行為の有無に

関わらず、強制的に期限の上限を定めずに

入院させるために構想された高規格ユニッ

ト で あ る Dangerous and Severe 

Personality Disorder（以下、DSPD）プロ

グラム実施の経緯についても調査を行った。 

2）オランダ 

オランダにおいても責任無能力者と認

定された者は、処罰されない。限定責任能

力については、実務上は存在しているが、

刑の減軽の規定はない。 

精神鑑定に関しては、専門の鑑定留置施

設としてピーター・バーン・セントラム

（Pieter Baan Centrum）があり、精神科医

を始めとした多職種チームにより、約 6 週

間で、精神鑑定書が作成されている。精神

障害犯罪者の専門施設での収容期間が長期

化した場合にも、再度当施設で治療等の効

果を検討することがある。一方で、例えば

裁判前の鑑定時に、後述の TBS 処分が付さ

れて収容が長期化することを望まず、鑑定

書作成に協力しない者がいることは、長年

の課題とされてきた。 

オランダでは、令和元年度の研究報告書

執筆以降に司法精神医療をめぐりさまざま
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な法改正が行われた。以下、それについて

述べる。 

2019 年に司法精神医療ケア法（ Wet 

forensische zorg）が施行されたが、同法

は 2020 年に改正され、被疑者・被告人の立

場にある精神障害者に対してだけは、刑事

裁判所が、（それまでは民事裁判所の権限で

あった）強制入院命令を出すことが認めら

れるようになった（同法 2 条の 3）。同じ

2020 年には、一般精神科患者への強制入院

に関する法（Wet bijzondere opnemingen 

in psychiatrische ziekenhuizen）が廃止

され、それに代わって精神科患者への強制

的 治 療 に 関 す る 法 (Wet verplichte 

geestelijke gezondheidszorg)や、精神科

患者等へのケアの強制に関する法（Wet 

zorg en dwang psychogeriatrische en 

verstandelijk gehandicapte cliënten）が

施行された。さらに刑法も改正され、司法

精神医療に関する法制度には大きな変革が

行われた。その理由のひとつは、司法患者

の入院期間の長期化への対応である。その

ほか、制度の大きな変更としては、2020 年

1 月に、刑法上の精神科病院収容処分が廃

止された。当処分は、責任無能力者と認定

された者が、自己、他人、あるいは社会ま

たは財産の一般的安全に対して危険を呈す

る時に裁判所が付す処分であった。 

一方で、TBS (terbeschikkingstelling)

処分と呼ばれる刑事処分については 1928

年以降、さまざまな改革を経ながらも継続

させている。TBS 処分とは、最高刑として 4

年以上の自由刑を有する犯罪（たとえば、

強盗・強制性交・殺人等）や特定の重大犯

罪（飲酒運転による重大な身体障害の惹起、

脅迫等）を行った精神障害者に対して、特

に公共の安全を確保する必要がある場合に、

精神科医を含む 2 人以上の専門家による報

告書に基づき（オランダ刑法 37a 条 1 項）、

当該本人の人格、当該犯罪の重大性または

過去の重大犯罪に関しての有罪判決の頻度

等を考慮に入れて（同条 3 項）、刑事裁判所

が決定・命令する処分である。限定責任能

力者が主たる対象であるが、保安上の必要

性という要件が重要視されるため、事例と

しては少ないものの責任無能力者に科され

ることもある（同条 2 項）。TBS 処分の特徴

としては、（1）処分の決定や終了は刑事裁

判所が決定するが、治療内容などは多職種

の医療チームに委ねられている、（2）刑罰

ではないので、社会への安全を重視して処

分を付すことができ、処分の長さは行為の

重大性との比例原則に拘束されない（その

ため長期にわたる可能性がある）、（3）収容

されている対象者の 8 割近くはパーソナリ

ティ障害者である、（4）処遇の目的は社会

復帰と同時に、社会の安全を守ることであ

る、（5）膨大な予算をかけて多職種スタッ

フが充実した治療（監護）やケアを行って

いる、などがあげられる。 

TBS 処分は必ずしも施設への入院を伴う

ものではないが、他人の安全又は社会もし

くは財産の一般的安全の必要がある場合に

は処分対象者は収容施設に収容される（37b

条 1 項）。TBS 処分の枠組みは行刑法にある

のでその施設は行刑施設としての TBS 施設

である。TBS 施設では、社会に対する当該

対象者の危険性を減少させ、社会復帰させ

ることを目的として、治療（監護）やケア

が行われる。しかし、これらの治療には対

象者の同意が必要とされるため、また、実

際上本人の動機付けがなければ治療効果が
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上がらないため、危険性についてのアセス

メントの結果等から退院させられず対象者

の収容が長期化することが、長年、重要な

課題とされてきた。収容が 6 年を超える場

合には前述の鑑定施設や他の施設で別の角

度から評価が行われる。 

入院や退院、あるいは処分の延長・終了

は裁判所が決定するが、その際は治療者か

らの報告書が必要である。今回の刑法改正

によって、当該報告書作成に対象者が協力

しない場合には、別の多職種チーム（精神

科医 2 名、弁護士 2 名、行動科学専門家 1

名が必要）を司法国家安全省が任命する、

という規定が加わった（37a 条 9 項）。 

TBS 処分が対象者の社会復帰を目的とし

て掲げていることから、施設においては、

社会の安全確保とのバランスをとりながら、

保護観察所等と連携し、帰休についても非

常に力を入れている。 

もともと、オランダは人権意識が強く、

自己決定権の尊重は人権の尊重として最も

重要視されてきた国で、実定法上の裏付け

がある患者の権利は精神障害者も含めて強

く認められている。そのような国で、司法

精神医療の現場で、対象者の社会復帰と社

会の安全とのバランス、患者の人権擁護と

法による強制的な介入とのバランスをどの

ようにとろうとしているのか、注目する必

要があるように思われる。 

3）韓国 

韓国刑法は、「心神障害によって事物を

弁別する能力がないか、あるいは意思を決

定する能力がない者の行為は、罰しない。」

（10 条 1 項）、「心神障害によって前項の能

力が耗弱する者の行為は、その刑を減軽す

ることができる。」（10 条 2 項）と規定して

おり、責任能力者は処罰されず、限定責任

能力者の刑は減軽される。 

司法精神医療については、治療監護法に

規定される治療監護処分として行われてい

る。治療監護処分の対象は、禁錮以上の刑

に当たる犯罪を行ない、治療監護法による

治療の必要性があり、再犯の危険性がある、

（1）精神障害者（心神喪失者または心神耗

弱者）、（2）薬物・アルコール中毒者、（3）

精神・性的障害者となっており、（2）（3）

については責任能力の減退は必要とされて

いない。検察官の請求により裁判所が処分

の決定を行なうが、刑と併科されることが

ある。 

入院は、治療監護所または国立指定法務

病院であり、治療監護所では、検査病棟・

女性病棟・一般病棟・薬物治療リハビリ病

棟・人性病棟というように対象者の治療と

処遇に合わせた病棟機能分化が行われてい

る。 

4）ドイツ 

ドイツの責任能力に関する規定は、わが

国のものに類似するが、限定責任能力者に

対する刑の減免は、わが国のような必要的

減免ではなく、任意的減免である。 

改善・保安処分が刑法に規定されている

が、医療観察法との比較の点で重要なのは

精神病院収容処分（63 条）である。精神病

院収容処分の要件は、責任無能力ないし限

定責任能力であること、将来的に重大な他

害行為を行う危険性があることであり、裁

判官は、判決と同時に精神病院収容処分を

宣告する。精神病院収容処分の対象者は、

保安処分執行施設である司法精神病院に収

容される。 

精神病院収容処分の言い渡しが強く予
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測される場合には、裁判所は、公共の安全

のために司法精神病院への仮収容を命じる

ことができる。仮収容中に、精神病院収容

処分の要件を満たさないことが判明した場

合には、仮収容は終了し、刑法上の処分は

行われない。仮収容中に、精神病院収容処

分の要件を満たすが、症状および危険性が

改善されており施設への収容が不要と判断

される場合には、精神病院収容処分の言い

渡しと同時に執行猶予の判決が宣告され、

対象者は、行状監督に付される。精神病院

収容処分の要件を満たすと判断される場合

には、司法精神病院に収容される。 

精神病院収容処分の期間については、従

来から刑との均衡（比例原則）が必要とさ

れてきたが、2016 年の法改正により、収容

が長期化（収容後 6 年、10 年経過）してい

る事例については、裁判所による収容継続

要件が厳格化された。また、収容要件確認

に必要とされる鑑定意見を作成する鑑定人

を治療者から独立した専門家に限定するな

ど、継続要件の確認審査の厳密化も行われ

た。 

 

Ｄ．考察 

司法精神医療のあり方は、国によって異

なり、法制度や医療の供給体制によって、

どのような精神障害者を司法精神医療の対

象とするのかについても大きな差違がある。

国際比較を行う場合に、こうしたシステム

の相違を考慮せずに単純な数字の比較を行

うことにはあまり意義はないといえよう。 

今回調査の対象とした国のなかでは、韓

国の治療監護法の精神障害者、ドイツ刑法

の精神病院収容処分は、わが国の医療観察

法と比較的類似した人を対象としている。

これに対して、イギリスの DSPD プログラム

やオランダの TBS 処分はパーソナリティ障

害の診断を受けた人を主な対象としており、

パーソナリティ障害が主診断とされる人が

ほとんどいないわが国の医療観察法とは対

象者のプロフィールは大きく異なっている。

しかし、わが国の医療観察法による医療に

おいても、近年、医療観察法入院処遇にお

ける超長期入院者及び長期/頻回行動制限

実施者などのいわゆる複雑事例に対する対

応の重要性が指摘されており、特に対象者

と担当多職種チーム（Multi-Disciplinary 

Team:以下、MDT）との治療同盟が破綻して

いる事例については、重複障害コンサルテ

ーションの実施、他の指定入院医療機関へ

の転院や新たな高規格ユニットの設置が提

案されている（村杉，2019）。こうした複雑

事例に対する対応を考えるうえでは、対象

者のプロフィールは異なるとはいえ、オラ

ンダの TBS 処分や DSPD プログラムの経緯

からも示唆を得ることができるといえよう。 

オランダの TBS 処分では、治療に関する

助言や他の TBS 施設への移送の可能性の検

討のために、また、収容後 6 年が経過した

長期事例の処遇に関して、専門施設である

ピーター・バーン・セントラムで鑑定が行

われている。治療者から独立した第三者的

な立場の専門機関において鑑定を行ない、

治療や処遇方法の見直しを行うという制度

は、複雑事例に対する転院を制度的に位置

づけるうえでは、参考になる方法といえよ

う。たとえば、複雑事例の転院を検討する

さいには、第三者的立場の精神保健判定医

による評価を行い、事例の複雑性や転院に

よる治療可能性についての専門的な意見を

徴することを制度化することなども考えら
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れよう。また、これに関連して、長期収容

者対策として、ドイツの精神病院収容処分

の長期収容者の継続要件が法改正により厳

格化されたこと、それにあわせて収容要件

確認のために必要とされる鑑定意見を作成

する鑑定人を治療者から独立した専門家に

限定したことも注目されよう。医療観察法

の入院継続確認の審判において入院要件確

認をより厳密に行うために治療者から独立

した精神保健判定医等による医療観察法鑑

定を行っていくことも検討される必要があ

ろう。 

対象者のプロフィールが異なるとはい

え、社会実験ともいえる DSPD プログラムの

経緯から示唆されるのは、いわゆる複雑事

例への対応として、専門性の高い処遇施設

（いわゆる「箱もの」）を整備することの限

界である。対象者の状態がいかに改善した

としても、対象者を受け入れてくれる指定

通院医療機関や居住施設がなければ、入院

期間の長期化などにより、その対象者は複

雑事例であり続ける。対象者が複雑事例と

なった理由に応じて、それに対応できる医

療現場や社会資源を地域に増やしていく努

力を続ける必要があるといえよう。 

ドイツの精神病院収容処分における仮

収容は、わが国の医療観察法における鑑定

入院制度に類似した性格を持つ制度といえ

よう。医療観察法の通院処遇者に関する研

究（大鶴分担班）によれば、直接通院事例

の予後は、比較的よいことが示されている。

その一方で、地域によっては、環境調整が

十分に行われず、対象者の行き先がなかっ

たためだけに入院処遇が選択されたのでは

ないかと思われるような事例も存在してい

る。鑑定入院中に適切な環境調整を行うこ

とは、こうした安易な入院決定を減少させ

る効果があると思われる。適切な環境調整

を行うためには、ソーシャルワークを充実

させることが必要であろう。現在、当初審

判において、社会復帰調整官は生活環境の

調査を行うが、調整は行わないとされてい

る。しかし、精神保健観察等を通じて社会

復帰調整官には、地域において、付添人や

鑑定入院医療機関のソーシャルワーカーに

はないネットワークを有することも少なく

ないものと思われる。精神保健観察等でつ

ちかわれた社会復帰調整官の持つソーシャ

ルワークの力を当初審判における調整に活

用していくことも考えられてもよいのでは

なかろうか。 

 

Ｅ．結論 

司法精神医療に関して、法制度からアウ

トカムまでを含む共通調査項目を策定し、

イギリス、オランダ、韓国、ドイツの司法精

神医療について、文献調査ならびに必要に

応じて研究者・実務担当者への聞き取り調

査を行った。 

イギリスにおけるDSPDプログラムは、刑

事司法と精神科医療の重複領域に存在する

対応困難事例に対して施設の高規格化によ

って対応しようとした試みであり、その経

緯は、専門性の高い処遇施設（いわゆる「箱

もの」）を整備することの限界を示してい

る。また、オランダのTBS処分におけるピー

ター・バーン・セントラムの機能や法改正

が行われたドイツの精神病院収容処分の長

期収容者の収容要件確認手続きにおける鑑

定人の限定は、複雑事例や長期収容者の評

価にあたり治療者から独立した第三者的立

場の専門家による評価・鑑定の重要性を示
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している。こうした諸外国における取り組

みは、わが国の司法精神医療における長期

在院者などの複雑事例への対応を考えるう

えでも貴重な示唆を与えるものと考えられ

た。 
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大会，岩手，2019.6.8. 

6） 五十嵐禎人: 裁判員裁判を契機とした

刑事責任能力鑑定の変化. 第 115 回日

本精神神経学会学術総会 , 新潟 , 

2019.6.21 

7） Kikuchi A: Changes Observed in 

Mentally Disordered Offenders 

During Forensic Probation in Japan．

The 36th International Congress on 

Law and Mental Health, University 

of International Studies of Rome 

(UNINT), Rome, 2019.7.26. 

8） 五十嵐禎人：公認心理師への期待 ―

司法精神医学の立場から．第 116 回日

本精神神経学会学術総会, Web 開催, 

会期 2020.9.28 
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9） 五十嵐禎人：わが国の高齢者犯罪の現

状と課題．第 16 回日本司法精神医学会

大会, Web 開催, 会期 2020.11.13 

10) 西中宏吏, 東本愛香, 五十嵐禎人: 更

生保護施設入所者を対象とした

SAPROF の評価者間信頼性．第 16 回日

本司法精神医学会大会, Web 開催, 会

期 2020.11.12-11.13 

11) 東本愛香, 田中美以, 高尾正義, 山口

保輝, 西中宏吏, 大塲玲子, 五十嵐禎

人: 保護観察所における性犯罪者処遇

の在り方に関する調査，第 16 回日本司

法精神医学会大会, Web 開催, 会期

2020.11.12-11.13 

12) 菊池安希子, 藤井千代, 椎名明大, 平

野美紀, 小池純子, 河野稔明, 五十嵐

禎人: 英国 Dangerous and Severe 

Personality Disorder（DSPD）事業か

らの示唆．第 16 回日本司法精神医学会

大会, Web 開催, 会期 2020.11.12-

11.13 

13) 平野美紀, 宮本悦子, 梁瀬まや: オラ

ンダにおける司法患者の施設内処遇と

長期化の問題に対する法改正の動き．

第 16 回日本司法精神医学会大会, Web

開催, 会期 2020.11.12-11.13 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

 なし 

 

2. 実用新案登録 

 なし 

 

3. その他 

 なし 

参考文献 

村杉謙次: 多様で複雑な事例の個別調査

及び治療・処遇に関する研究.平成30 年度

厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総

合研究事業（精神障害分野））医療観察法の

制度対象者の治療・支援体制の整備のため

の研究（研究代表者：平林直次）分担研究報

告書． 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 
医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

平成 30 年度～令和 2 年度 総合研究報告書 

 
従来対応が難しいとされた複雑事例に対する心理社会的介入方法に関する研究 

 
研究分担者 今村 扶美  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

1. 指定入院医療機関における長期入院者の特徴として、統合失調症に加え、知的障害・発

達障害等の重複障害を持つ対象者であることが明らかになっている。このような入院が

長期化しやすい複雑事例においては、薬物療法だけではなく多職種チーム

（Multi-Disciplinary Team：以下、MDT）による心理社会的治療の強化が求められる。

本研究では、複雑事例に対して指定入院医療機関同士で継続的なコンサルテーションを

行うことで治療や退院の促進を図るとともに、効果的なコンサルテーションの実施方法

を開発し、その効果を検証することを目的とした。 

2. 平成 30年度～令和 2 年度にかけて、23 事例に対してコンサルテーションが実施された。

その結果、実施前後で入院対象者の治療状況を示す共通評価項目の合計点と通院後の暴

力や問題行動を予測する社会復帰関連指標に改善を認めた。また、多職種チームの機能

を評価する CPAT-J の得点が向上し、MDT の機能の向上が示された。さらに、MDT からは

コンサルテーションの有用性に対して高い評価を得た。以上より、施設間の継続的なコ

ンサルテーションの実施は複雑事例の治療促進に効果的であることが示された。 

3. 本研究の成果物として、コンサルテーションの標準的な実施手順、複雑事例のケースフ

ォーミュレーションの作成手順およびひな形を整備した。また、コンサルテーションに

おいて取り上げられた課題を整理し、介入事例をまとめた。 

 
研究協力者（敬称略） 

鈴木敬生  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

島田明裕  同上 

村田雄一  同上 

村田昌彦  国立病院機構榊原病院 

山村 卓  国立病院機構花巻病院 

大鶴 卓  国立病院機構琉球病院 

白石 潤  国立病院機構北陸病院 

村杉謙次  国立病院機構小諸高原病院 

石津すぐる 岡山県精神科医療センター 

三上智子  埼玉県立精神医療センター 

倉石 立  国立病院機構やまと精神医

療センター 

野村照幸  国立病院機構さいがた医療

センター 

梅本愛子  大阪精神医療センター 

久我政利  国立病院機構肥前精神医療

センター 

吉牟田泰史 鹿児島県立姶良病院 

塘 祐樹  国立病院機構久里浜医療セ

ンター 

村山大佑  国立病院機構鳥取医療セン

ター 

平澤克己  愛知県精神医療センター 

加藤幸行  栃木県立岡本台病院 
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鷺村芳人  滋賀県立精神医療センター 

三井由美子 長野県立こころの医療セン

ター駒ヶ根 

川上美代子 東京都立松沢病院 

山本哲裕  国立病院機構東尾張病院 

小澤篤嗣  神奈川県立精神医療センタ

ー 

松尾洋一  長崎県精神医療センター 

岩崎友明  国立病院機構菊池病院 

中根 潤  国立病院機構下総精神医療

センター 

高尾 碧  島根県立こころの医療セン

ター 

磯村信治  山口県立こころの医療セン

ター 

藤井康男  山梨県立北病院 

妹尾栄一  茨城県立こころの医療セン

ター 

須貝孝一  山形県立こころの医療セン

ター 

大串悠佑  静岡県立こころの医療セン

ター 

 

Ａ．研究目的 

平成 17 年 7 月 15 日に医療観察法が施行

され、平成 21 年 2 月現在、指定入院医療機

関は全国に 33 施設設置されている 1）。平成

24 年度からは、施設間の医療の均てん化を

図ることを目的に、厚生労働省「心神喪失

者等医療観察法医療水準向上等事業（通称、

ピアレビュー事業）」が開始されている。同

事業は、全国の指定入院医療機関を受入施

設と派遣施設に分け、相互にピアレビュー

を行うものである。ピアレビュー事業を行

う中で、各指定入院医療機関の長期入院者

の多くが、統合失調症に加え重複障害（知

的障害、発達障害、物質使用障害等）を持

つ対象者であることが判明している。この

ような事例に対しては、薬物療法のみなら

ず、MDT による心理・社会的治療の強化が

求められている。 

本研究では、入院が長期化しがちな複雑

事例に対して、指定入院医療機関同士で継

続的なコンサルテーションを行い、治療の

促進を図ることを目的としている。ピアレ

ビュー事業とも連携しながら、効果的かつ

効率的にコンサルテーションを実施するた

めの各種ツールやコンサルテーションの実

施手順の開発、試行を行う。 

なお、本研究は平成 30 年 11 月 5 日付で

国立精神神経医療研究センター倫理委員会

より承認を得た（承認番号 A2015-067）。 

 
Ｂ．研究方法 
1. 調査対象 

ピアレビュー事業で受入施設となった

指定入院医療機関において入院処遇を受け

ている対象者のうち、治療が困難で、入院

期間が厚生労働省による指定入院医療機関

運営ガイドラインに示されている標準的な

入院期間の概ね 18 ヶ月を超過し長期入院

となっている者および長期入院となる可能

性がある者を研究対象とした。 

また、本研究では研究対象となった医療

観察法対象者の担当 MDT のスタッフにアン

ケートを実施することから、該当スタッフ

も研究対象とした。 

なお、本研究の研究期間は平成 30 年 4

月 1 日より令和 3 年 3 月 31 日までである。 

2. 調査項目 

以下の評価尺度の記入を各該当対象者

の担当 MDT に依頼した。 
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1) 精神科リハビリテーション行動評価尺

度（REHAB）2） 

精神科リハビリテーションの効果を判

定する、多目的の行動評定尺度。23 項目の

評定からなる評価用紙に、対象者の「逸脱

行動」「全般行動」を記入して評価する。 

2) 日本語版精神科 MDT 医療アセスメント

ツール（CPAT-J）3） 

スタッフが参加している MDT の過去 1 ヶ

月間の機能や状態について、5 つの下位項

目から評価する。 

3）共通評価項目 4） 

医療観察法の鑑定、入院、通院の各局面

において、全国で統一して用いられている、

治療必要性や治療の進展を測る尺度である。 

4) アンケート 

コンサルテーションの形式や有用性に

ついての意見を問うアンケート。 

なお、各評価尺度については、介入前後

の得点を分散分析または対応のある t 検定

により比較を行い、p<0.05 を統計学的に有

意とした。解析には SPSS® Statistics 
ver.25 を用いた。 

3. 手続き 

本研究の研究方法は以下の通りである

（資料 1）。 

1) 被験者のリクルート方法 

受入施設となった各指定入院医療機関

において、選択基準に合致する医療観察法

対象者を 1 名程度選定した。研究に関する

説明を行い、同意が得られた対象者および

担当 MDT スタッフを被験者とした。 

2) 介入方法・介入期間や調査方法 

派遣施設の MDT が、受入れ施設の該当対

象者に関して、おおむね 1 カ月ごとに全 4

回、コンサルテーションを実施した。第 1

回目はピアレビューの機会を用いて直接カ

ンファレンスを行い、2 回目以降はテレビ

会議システムや電話会議システム等を用い

て実施した。 

a. 第 1 回コンサルテーション 

受入施設の MDT は、事前に対象者の治療

経過と課題を概観するための「フェイスシ

ート」（資料 2）と「ケースフォーミュレー

ションシート」（資料 3）を作成し、派遣施

設の MDT と情報共有を行った。また、介入

前の評価尺度を実施した。その上で、該当

対象者の担当 MDT と派遣施設の MDT でカン

ファレンスを実施し、対象行為や最近の課

題とその要因、および介入方法について検

討した。担当 MDT はカンファレンスを受け

て次回までに試みる具体的な介入プランを

立て、次回のカンファレンスまでの間に実

践した。 

b. 第 2～3 回コンサルテーション 

実施した介入プランの結果について、う

まく行った部分、うまく行かなかった部分

を含めて話し合われた。必要であれば介入

プランの修正が検討された。 

c. 第 4 回コンサルテーション 

全 4 回のまとめを行った。介入後の評価

尺度を実施した。また、カンファレンスを

行って良かった点、悪かった点を共有し、

今後のコンサルテーションの方法・体制に

ついても振り返りを行った。 

（倫理面への配慮） 

1) 匿名化の方法 

「フェイスシート」、「ケースフォーミュ

レーションシート」等のツール、「評価尺

度」には個人を識別できる情報（氏名、住

所、生年月日、電話番号など）を記載せず、

独自の符号を付して識別した。個人と符号
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の対応表は個人情報管理者が保管した。 

2) 試料と臨床情報、解析結果の保存、管理

方法、管理期間について 

評価尺度に記入された、個人識別情報

を含まないデータは研究責任者のもとに

回収し、解析は医療観察法病棟の執務室内

で外部と連結していないコンピュータに

おいて行った。電子情報のファイルはパス

ワードで管理し、一部をメモリースティッ

ク等の外部記憶装置に保存し、同執務室内

の金庫等、アクセスの制限される場所に保

管した。病棟、執務室への入室は、警備員

による確認、指紋認証により管理された。 

3) 研究者が保有する個人情報の開示 

被験者から結果の開示希望があった場

合には原則はそれに応じるようにした。た

だし、開示が被験者の治療に影響を与える

可能性があると担当 MDT が判断したもの

については、開示の範囲またはその有無に

ついて検討することとした。 

4) 試料と臨床情報、解析結果の廃棄方法に

ついて 

研究終了時には、原則として全ての評

価シートやデータファイルと情報は速や

かに破棄する。その廃棄方法については、

評価シートはシュレッダーにて裁断する。

データファイルは削除する。ただし、将来

的に他の研究で集計結果を使用する場合

は事前に倫理委員会に申請し審査を受け

ること、同意取得後も本人からの同意撤回

があれば直ちに研究対象から外し情報を

廃棄することとする。 

5) 研究成果の公表における個人情報への

配慮 

研究結果は、個人を特定されない形式で

学会発表や雑誌投稿を行う。被験者から研

究結果について説明を求められた場合は、

全ての対象者に対しプライバシーに十分な

配慮をしたうえで説明を行う。 

 

Ｃ．研究結果 
1. コンサルテーションの実施 

平成 30 年 4 月令和 3 年 3 月の間に、延

べ 23 施設が派遣施設、23 施設が受入施設

となり、コンサルテーションを実施した。 

コンサルテーションの対象となった 23

事例の内訳は、男性19例、女性4例であり、

平均年齢は 46.8 歳（21～71 歳）、平均入院

期間は 37.3 ヶ月（2～108 ヶ月）、治療ステ

ージは急性期 5 名、回復期 9 名、社会復帰

期 9 名であった。主診断は統合失調症が 19

名、統合失調感情障害が 1 名、覚せい剤使

用による精神病性障害が 1 名、知的障害が

2 名であった。そのうち 5 名に広汎性発達

障害の副診断がつき、また 23 名中 10 名は

知能検査による IQ が 60 台以下の軽度から

中等度知的障害域の知能水準だった。 

2. 各種調査項目の回答の分析 

令和 3 年 2 月時点で 16 事例分の各種評

価項目とコンサルテーション実施記録を回

収した。また、担当 MDT を対象とした評価

項目は 91 名分、アンケートは 92 名分を回

収した。 

コンサルテーション実施前と後で各種

評価項目に差が生じるかどうかを分析した。 

対象者に対する評価項目として、共通評

価項目の合計点および社会復帰関連指標の

分散分析の結果を表 1 に、共通評価項目の

中項目の Friedman 検定の結果を表 2 に、

REHAB の t 検定の結果を表 3 に示す。分析

の結果、共通評価項目の合計点（f(2, 

24)=6.45, p<.01）と社会復帰関連指標（f(2, 
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24)=5.50, p=.01）においてコンサルテーシ

ョンの効果が有意であった。Tureky を用い

た多重比較によれば、「コンサルテーション

実施前」と「コンサルテーション実施後」

および「コンサルテーション実施半年後」

の間に有意差があり、コンサルテーション

が実施された後の方が対象者の治療状況が

良好に評価されており、半年後もそれが維

持されていることが示唆された。また、共

通評価項目の中項目については「アドヒア

ランス」（p=.02）と「コミュニティ要因」

（p=.02）に有意差があり、コンサルテーシ

ョン実施後に対象者のアドヒアランスと通

院先、居住先、社会資源の調整に関する評

価が上がったことが示された。対象者自身

の精神科リハビリテーションに関する行動

を評価する REHAB では有意差がみられなか

った。 

多職種チームの機能に対する評価項目

として、CPAT-J の t 検定の結果を表 4 に示

す 。 分 析 の 結 果 、 全 項 目 の 合 計 点

（t(90)=-4.65, p<.01）およびすべての中

項目の合計点において、「コンサルテーショ

ン実施前」よりも「コンサルテーション実

施後」の方が有意に高くなっており、MDT

の機能が向上したことが示唆された。 

コンサルテーションの役立った度合い

を受入施設の MDT を構成するスタッフに 5

件法（役立った、やや役立った、どちらで

もない、あまり役立たなかった、役立たな

かった）で尋ねたところ、「役立った」およ

び「やや役立った」の回答の割合が 95.5％

であった（図 1）。さらに、コンサルテーシ

ョンの実施が事例の問題解決にどの程度つ

ながったかを 5 件法（解決した、やや解決

した、どちらともいえない、あまり解決し

なかった、解決しなかった）で尋ねたとこ

ろ、「解決した」および「やや解決した」の

回答が 63.3％であった（図 2）。 

 

Ｄ．考察 

1. 本研究の対象となった複雑事例につい

て 

本研究の対象者の属性を見てみると、統

合失調症に加え、知的・発達面の問題を抱

え、病識の獲得や内省力、本人の対処スキ

ルの向上に限界があるケースがほとんどで

あった。治療上の限界がある中で、本人の

改善をどこまで求めるか、また、どのよう

な形で帰住先や退院地の調整を行っていく

か苦慮する場合が多いようであった。 

2．複雑事例で扱われた課題と介入につい

て 

各事例で課題として挙がったテーマは

個別性が高く厳密には一般化することは困

難であるが、主には病状や病識に関するも

の、ストレス対処に関するもの、治療関係

に関するもの、地域調整に関するものが挙

がっていた（表 5）。 

これらの課題に対して、コンサルテーシ

ョンでは外部機関から MDT が入ることで複

雑事例に対する再アセスメントが行われ、

種々の問題を整理する作業が行われた。そ

の上で、必要に応じて薬剤調整の検討や基

本的な治療的枠組みの確認と修正（例、定

期的な MDT 会議や地域ケア会議の開催、対

象者も含めての MDT 面接の実施等）が行わ

れた。また、暴力リスクの高い事例では行

動制限が長期に及んでいることがあり、こ

のような場合は行動制限の解除に向けた取

り組みが検討された。心理社会的介入につ

いては、通常提供されているグループプロ
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グラムが適用とならない事例が多く、個別

プログラムの導入の検討やセルフモニタリ

ングシートなどのツールの見直しと活用が

検討された。実際に取り扱われた課題と実

施された介入を表 6～9 に示す。 

コンサルテーション実施前後において、

治療の全体的な進展の度合いを示す共通評

価項目の合計点の改善が見られていること

から、上述したコンサルテーションの取り

組みが複雑事例の治療を促進したことが考

えられる。その内容に関しては、退院申請

時における通院処遇移行後の暴力および問

題行動のリスクを予測する社会復帰関連指

標が下がっていること、対象者の「アドヒ

アランス」と社会復帰に向けての地域の準

備状況を示す「コミュニティ要因」の改善

が見られていることから、医療観察法の趣

旨に則した治療が展開され、効果が表れた

といえる。また、半年後の追跡調査におい

ても治療状況の改善が維持されていること

から、担当 MDT の機能を回復あるいは向上

させるコンサルテーションの効果は一定の

持続性があったと考えられる。対象者の生

活上の行動を評価する REHAB に変化が見ら

れなかったが、課題を絞って実施されるコ

ンサルテーションが対象者の行動全般の変

容に与える影響については、より長期的な

評価が必要と考えられる。 

受入施設の MDT に対するコンサルテーシ

ョンのアンケート結果からは、複雑事例を

抱える MDT スタッフのほとんどがコンサル

テーションを受けることが治療に役立った

と捉えており、また 6 割以上の事例で具体

的な問題解決につながったことが示唆され

た。 

3．コンサルテーションの意義と課題 

コンサルテーションの中で、ケースフォ

ーミュレーションを軸として複雑事例の見

立てと治療戦略を見直し、4 カ月間の中で

具体的な治療目標の設定と実施を繰り返し

ていく取り組みは、医療観察法の医療の中

で入院の長期化が懸念される事例に対して、 

一定の治療促進的な役割を果たす可能性が

あると考えられる。 

複雑事例を抱えた MDT は、治療に対して

手詰まり感を抱き、チームの動機付けや機

能が低下している場合が少なくない。コン

サルテーションを行う中で、担当 MDT のモ

チベーションが改善したとの感想が多く聞

かれた。コンサルトチームが院外からのサ

ポーターとして、担当 MDT が抱えている困

難感に共感を示し、支持的な言葉をかける

ことが、複雑事例を抱えるチームのエンパ

ワメントにつながったことが考えられる。 

また、コンサルトチームからの具体的な

助言により、担当 MDT が関わりの際の目標

や、新たな方策を見出す契機となったよう

である。複雑事例では、対象者本人の治療

動機の低さや、セルフモニタリング能力の

乏しさ、病識や内省の困難さが話題になる

ことが多い。各病院で使われている様々な

ツールや治療プログラム、その他の工夫点

などについて情報交換することにより、MDT

の介入手段の拡充や自信の向上につながっ

たものと思われる。 

さらに、コンサルテーションは、対象者

とチームとの相互作用・力動を俯瞰し、再

考する機会となっていることが考えられる。

例えば、担当 MDT が、対象者の自発性や意

欲を引き出すことよりも、直面化や指導的

な態度を示しがちであったり、対象者に対

する陰性感情が治療の進展に影響を及ぼし
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ていたりする場合がある。また、MDT ある

いは病棟の構造や力動によって、本来のチ

ーム医療の機能が十分に発揮されにくくな

っていることもある。このような、内部で

は気付きにくいチームの特徴や傾向に関し、

外部から助言を受けることにより、チーム

の方針を修正するなどしてより高次のチー

ム医療を実現する可能性が開けたと考えら

れる。 

一方、実施施設を拡大する中で、開棟し

て比較的年月の浅い指定入院医療機関、あ

るいは、規模の小さい指定入院医療機関に

よっては、コンサルトチームを組むことが

困難であるとの意見も聞かれた。また、施

設やチームによってコンサルテーションに

対するモチベーションやニーズ、資料作成

のスキルに差があることも示唆された。こ

れらのことから、今後のコンサルテーショ

ンのあり方として、経験豊かで各種スキル

の伝達役を担うことができるコンサルトチ

ームをいくつか選定し、各指定入院医療機

関のニーズに応じて適宜コンサルテーショ

ンを実施できるような仕組みが整備される

ことが望まれる。 

本研究のコンサルテーションでは、標準

的な医療の提供について助言・確認される

とともに、各施設で培われてきた知見や独

自の臨床実践が相互に紹介される機会とな

っている。コンサルテーションによって全

国の指定入院医療機関の医療の均てん化が

促進され、さらに各施設の創造性の高いオ

リジナルの試みを共有していくことが今後

必要となっていくと考えられる。 

5. 研究としての限界 

複雑事例に対するコンサルテーション

実施に際しては、MDT が治療上の困難から

コンサルテーションが必要と判断しても、

対象者の同意が得られず、本研究の対象か

ら除外された症例が少なからず存在した。

そのため、真にコンサルテーションが必要

な対象者が含まれていない可能性がある。

また、本研究における介入は、通常の臨床

業務としての側面もあるため、純粋な統制

群を設けることは困難であった。今後は

MDT により適用が望ましいと判断されなが

らも実際には参加しなかった群との比較を

行うことなども検討したい。 

 
Ｅ．結論 

コンサルテーション実施前後で対象者

の治療状況および担当 MDT のチーム機能を

評価する評価項目の得点に有意な向上が見

られた。このことから、本研究で開発した

コンサルテーションの手順や各種シート類

の活用、そうしたツールを用いての継続的

なコンサルテーションの実施は、複雑事例

の治療促進に有効と考えられる。 
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